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令和２年第８回山江村議会１２月定例会（第１号） 

 

令和２年１２月８日 

午前１０時００分開会 

於 議 場 

１．議事日程 

日程第 １        会議録署名議員の指名 

日程第 ２        会期の決定について 

日程第 ３ 報告第 ４号 令和元年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比

率の報告について 

日程第 ４ 諮問第 １号 山江村人権擁護委員の推薦に関する意見を求めることに

ついて 

日程第 ５ 議案第５９号 山江村債権管理条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

日程第 ６ 議案第６０号 山江村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定

について 

日程第 ７ 議案第６１号 山江村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

日程第 ８ 議案第６２号 山江村後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

日程第 ９ 議案第６３号 令和２年度山江村一般会計補正予算（第８号） 

日程第１０ 議案第６４号 令和２年度山江村特別会計国民健康保険事業補正予算

（第４号） 

日程第１１ 議案第６５号 令和２年度山江村特別会計簡易水道事業補正予算（第５

号） 

日程第１２ 議案第６６号 令和２年度山江村特別会計農業集落排水事業補正予算

（第５号） 

日程第１３ 議案第６７号 令和２年度山江村特別会計介護保険事業補正予算（第２

号） 

日程第１４ 議案第６８号 令和２年度山江村特別会計後期高齢者医療事業補正予算

（第２号） 

日程第１５ 議案第６９号 令和２年度山江村特別会計ケーブルテレビ事業補正予算

（第４号） 
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日程第１６ 選挙第 １号 山江村選挙管理委員及び補充員の選挙について 

日程第１７ 議員派遣の件 

 

２．出席議員は次のとおりである。（１０名） 

 １番 本 田 り か さん          ２番 久保山 直 巳 君 

 ３番 中 村 龍 喜 君           ４番 赤 坂   修 君 

 ５番 森 田 俊 介 君           ６番 横 谷   巡 君 

 ７番 立 道   徹 君           ８番 西   孝 恒 君 

 ９番 中 竹 耕一郎 君          １０番 秋 丸 安 弘 君 

 

３．欠席議員は次のとおりである。（０名） 

 

４．職務のため会議に出席した事務局職員の職氏名 

 議会事務局長  松 尾 充 章 君 

 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

 村    長  内 山 慶 治 君   副   村   長  北 田 愛 介 君 

 教   育   長  藤 本 誠 一 君   総 務 課 長  白 川 俊 博 君 

 税 務 課 長  山 口   明 君   企画調整課長  平 山 辰 也 君 

 産業振興課長  新 山 孝 博 君   健康福祉課長  迫 田 教 文 君 

 建 設 課 長  清 永 弘 文 君   教 育 課 長  蕨 野 昭 憲 君 

 会計管理者  一二三 信 幸 君    
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開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（中竹耕一郎君） 令和２年第８回山江村議会定例会を招集する旨の告示によ

り、その通知をしましたところ、議員各位におかれましては、大変お忙しい中に出

席いただき、厚くお礼を申し上げます。 

 本定例会に提案されます議案につきましては、後刻、村執行部より説明がありま

す。慎重にご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

 朝晩はめっきり冷え込むころとなりました。今年は新型コロナの感染に始まり７

月の豪雨災害と立て続けに災害に見舞われました。未だコロナ感染は全世界に拡大

をしております。命と経済を救うためにも早く収束することを願うばかりでありま

す。 

 なお、７月の豪雨災害発災から５カ月、甚大な被害からの復興・復旧は着実に進

められ、先般、県の災害復旧・復興プランも公表されたところであります。人吉球

磨の早期の復興のためにもスピード感を持って対応されることを切に望むものであ

ります。 

 本村も復興・復旧計画原案の策定中であります。今からが正念場であり、また本

気度が問われるところであります。安心で安全に暮らしやすい故郷を後世に残すた

め、今一度村民各位、関係者のなお一層のご協力をお願いするものであります。 

 なお、本定例会においては、新型コロナウイルス感染症予防のため、マスクの着

用を認めます。 

 本日の出席議員は１０名で、定足数に達しております。 

 それでは、１１月１６日の議会臨時会以降の議会に関する諸般の報告をもって挨

拶に代えさせていただきます。 

 諸般の報告につきましては、主なものだけを報告いたします。 

 １１月１６日、臨時議会以前でありますが、１２日から１３日にかけまして過疎

法の制定に関する緊急要望を全議員で行っております。これは昭和４５年以来、過

疎地域指定により有利な起債を活用し、様々な事業に取り組んできたところであり

ます。しかし、時限立法で今回の新過疎法の改正により、人口要件、財源等の見直

しが行われ、過疎から外れるというふうな情報も得ております。過疎債を活用し頑

張ってきたからこそ地域の人口減少も緩やかになり、それなり一定の成果も上がっ

たというふうに確信をしております。ここにきて梯子を外されるとなると、過疎か

ら卒業することになれば、極力財政基盤の弱い本村にとっては大打撃であります。 

 そこで、県選出国会議員の衆議院議員、金子恭之氏、それから一億総活躍地方創

生担当大臣の坂本哲志氏、参議院議員の松村祥史氏、馬場成志氏に面会をし、見直
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しについて特段の配慮を要望したところであります。 

 次に、１１月１７日、町村議会常任委員長・議会運営委員長の合同研修会が大津

町で行われております。このときは演題として、コロナ禍における地方創生、逆参

勤交代が日本を変えるというようなテーマで、いわゆるピンチをチャンスに変える

視点とコロナ感染の収束を見据えて先手を打つ政策、逆参勤交代の可能性につい

て、三菱総合研究所の主任研究員、松田智生先生から講演がありました。 

 それから１２月３日、議会全員協議会を開催しております。その後、復旧・復興

の県のプランについて説明を受けているところであります。 

 以上を申し上げまして、議長の開会の挨拶に代えさせていただきます。 

 次に、一部事務組合の議会が開催をされおりますので、関係議員の報告を質問席

からお願いいたします。 

 なお、お手元に資料が配付されております。 

 はじめに、人吉球磨広域行政組合議会議員、４番、赤坂修議員より報告をお願い

いたします。 

 ４番、赤坂修君。 

○４番（赤坂 修君） おはようございます。それでは、人吉球磨広域行政組合議会定

例会の報告をいたします。令和２年第４回人吉球磨広域行政組合定例会が、１１月

３０日、午前１０時から人吉球磨クリーンプラザ大会議室において開催されまし

た。 

 日程第１、議席の指定。 

 日程第２、議席の指定後、会議録署名議員の指名。 

 日程第３、会期の決定については、１１月３０日開会、１２月１日から１２月２

４日までを休会とし、１２月２５日までとすることに決定しました。 

 日程第４、行政報告があり、理事会代表理事から、８月の令和２年第３回議会定

例会以降の定例理事会における主な審議等についての報告がありました。 

 日程第５、認定第１号から認定第３号までの一般会計及び特別会計３件の令和元

年度歳入歳出決算認定については、令和元年度決算特別委員会委員長から審議結果

についての委員長報告があり、質疑・採決の結果、委員長報告のとおり、全員異議

なく原案のとおり認定することに決定しました。 

 日程第８、承認第１号、専決処分の承認を求めること、令和２年度人吉球磨広域

行政組合一般会計補正予算（第３号）、日程第９、議案第１４号、災害復旧工事請

負契約の締結について、日程第１０、議案第１５号、人吉球磨広域行政組合一般会

計補正予算（第４号）、日程第１１、議案第１６号、人吉球磨広域行政組合一般会

計経費の負担金の総額の補正（第１号）、日程第１２、議案第１７号、人吉球磨広
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域行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て、日程第１３、議案第１８号、人吉球磨広域行政組合人吉球磨ふるさと市町村圏

基金の設置、管理及び処分に関する条例を廃止する条例の制定について。日程第１

４、議案第１９号、人吉球磨広域行政組合負担金条例の一部を改正する条例の制定

について、日程第１５、監査委員の選任につき同意を求めることについての７議案

を一括し、執行部の提案理由の説明後、日程第１３、議案第１８号を除く６議案に

ついて補足説明を受け、日程を変更し、承認、条例案件から先に議案ごとに質疑・

採決を行い、日程第８、承認第２号から日程第１３を除く日程第１４、議案第１９

号の６議案については、原案のとおり承認及び可決されました。 

 なお、日程第１５の同意第１号、監査委員の選任につき同意を求めることについ

ては、質疑・採決の結果、原案のとおり、議会選出監査委員に２１番私、赤坂修を

選任することに同意決定し、１日目は散会となりました。 

 以上、令和２年度第４回人吉球磨広域行政組合議会定例会１日目の会議結果につ

いて報告いたします。 

○議長（中竹耕一郎君） 次に、人吉下球磨消防組合議会議員、７番、立道徹議員より

報告をお願いいたします。 

 ７番、立道徹君。 

○７番（立道 徹君） おはようございます。それでは報告します。 

 去る１１月２４日午後２時より、人吉下球磨消防組合消防本部会議場にて、令和

２年１１月第２回人吉下球磨消防組合議会定例会が本日１日限りの日程で行われま

した。議事日程はお手元に配付されているとおりでございます。 

 議案第１号から議案第７号まで、すべて原案どおり可決されました。 

 参考までですけど、７月の豪雨災害にて被災した水没車両、廃棄車両は１２台と

いうことでございます。 

 別紙に令和２年１月１日から１０月３１日までの災害出動の概要を添付しており

ます。 

 以上で、人吉下球磨消防組合議会定例会の報告を終わります。 

○議長（中竹耕一郎君） 以上で、一部事務組合の議会の報告は終わりました。 

 それでは、村長から行政報告の申し出があっておりますので、これを許します。 

 村長。 

○村長（内山慶治君） 皆様、おはようございます。議長には発言の機会をありがとう

ございます。 

 本日ここに、令和２年第８回山江村議会定例会を開催をいたしましたところ、議

員の皆様には、全員ご出席をいただく中に開催できますこと、心から感謝を申し上
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げます。 

 それでは、まず、先般の臨時会後の村長諸般の報告を申し上げさせていただきま

す。 

 まず、先ほど議長から報告がありましたとおり、１３日につきましては、議員の

皆様方には全員で関係国会議員に対しまして、新しく変わる過疎法の要望を行って

いただきました。おかげをもちまして、現在、過疎の委員会のほうに差し戻しとし

てですね、検討されているというような情報が来ております。本月中には決まると

いうことでありますけれども、いずれにしましてもギリギリまでいろんな意見を国

に届けたということであります。大変ありがたく感謝を申し上げたいと思います。 

 それでは、１１月１７日から１８日にかけてでありますけれども、４期成会の合

同要望でございます。国会議員、関係省庁にも行っております。４期成会といいま

すのは、球磨川上・中流の整備促進期成会、それから国道２１９号線の整備促進期

成会、それから川辺川ダム建設促進協議会、そして国道４４５の整備促進協議会の

４協議会でありまして、それぞれ来年度の事業に対する要望を行ったということで

あります。そのあいだを利用しまして、簡易水道整備促進大会に私、参加をいたし

ております。 

 それから、１９日は全国治水砂防促進大会でございました。 

 そして２０日が、新過疎法制定に伴います総決起大会がありました。それと令和

２年定期総会でありましたけれども、今回は新過疎法が変わるということで、人数

制限をせずにですね、マスクの上にガードフェイスをそれぞれ事務局が用意しなが

ら、盛大に過疎の大会が行われたということであります。来賓の谷公一自民党ので

すね、過疎対策の委員長をはじめ、非常に前向きに答弁といいますか、ご挨拶をい

ただいたのを記憶をさせてもらっております。 

 それから、変わりまして１１月２２日でありますけれども、災害復旧・復興に向

けた地域懇談会といたしまして、山田地区、万江地区それぞれ懇談会を開催をいた

しました。 

 あと１１月２３日でありますけれども、武田総務大臣、坂本地方創生担当大臣が

人吉のほうに入られたということでございます。その意見交換会に、人吉と球磨村

は災害の件について、それから、錦町が地方創生のハードについて、私のほうから

は、地方創生のソフトについての意見交換会を、発表させてもらいながら意見交換

会をさせていただいたということであります。 

 山江のほうからは、やまえ栗のブランディング、それから百人委員会の取り組

み、そして教育ＩＣＴ関係の三本を発表をしております。 

 それから、１１月２４日でありますけれども、山江社会福祉協会の理事会は、こ
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れは支え合いセンター、被災者の支え合いセンターの件で予算の件でございます。 

 それから、山江村の災害義援金の配分委員会を開催しまして、６００万円近く集

まりました義援金について配分の額を決める委員会をいたしておりまして、現在、

配分をするということになっております。 

 それから、人吉下球磨消防組合議会定例会につきましては、先ほど報告がありま

したとおり、議員におかれましては大変お世話になりました。 

 それから、山江村の体育部長、スポーツ推進の合同会議でございますけれども、

これは村内一周駅伝大会についての協議を行わせていただきました。当初は、村内

一周駅伝大会は村内だけでやるということでありますから、実施の方向で動いてい

たということでありますが、ここにきてご案内のとおり第３波が第２波よりもです

ね、感染者が倍増して広がっております。従いまして、村内一周駅伝大会、それぞ

れの体育部長からは中止を求める声が多かったということも受けて、中止というふ

うに決断をさせていただいております。 

 それから、１１月２５から２６日にかけましては、球磨郡の管内主軸事業要望

で、今回は、全首長、要するに９人の町村長揃いまして管内推進事業を行っており

ます。国会議員と関係省庁ということでありますけれども、被災をしておりますの

で、非常に各国会議員、また各省庁とも非常に注目をしてもらっているし、いろん

な支援についても今やりやすいなあということを考えたところであります。 

 それから、１１月２７日は、全国山村振興連盟の通常総会でございました。金子

代議士が山村振興連盟のですね、特別委員長をされておりまして、来賓を代表して

の挨拶をされております。 

 それから、１１月２８日でありますが、川辺川ダム建設促進協議会によります視

察研修として、立野ダムのほう、いわゆる穴あきダムの今、建設中でありますけれ

ども、そちらのほうに出向きまして研修をいたしております。 

 それから、１１月２９日は、万江地区の営農改善組合の総会でございました。 

 それから、１１月３０日は、人吉球磨の広域行政組合の議会定例会でございま

す。先ほど報告があったとおりであります。 

 なお、報告があったとおり、赤坂議員のほうが監査のほうに就任されたというこ

とであります。誠におめでとうございました。また、重責でございますので、さら

なるご活躍を心からご期待を申し上げます。 

 そして、山江村の行政改革推進委員会でありますけれども、これは来年度予算に

伴います各団体への補助金の適否を見てもらっている会議、諮問をさせてもらって

適否を今、検討してもらっているということであります。 

 それから、１２月１日が復興対策本部会議１４回目をしておりますし、同日、定
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例町村会議を行っております。 

 １２月３日は、先ほど理事会がありましたけれども、社協の評議委員会でござい

ました。 

 そして、１２月４日でありますが、山江村の新型インフルエンザ等対策本部会議

を開催いたしました。感染が大変広がっております。また、熊本県もそれぞれの地

域で増えているというような状況を見て、レベル２をレベル３に切り替えました。

主な点はですね、村内の各種施設については、熊本県内における使用は利用可であ

りましたけれども、郡市内に限るというふうに変えております。後ほど申し上げま

すけれども、十分な不要不急の外出を踏まえまして、３密を避けるなど十分注意を

していただきたいと思います。 

 それから、豪雨災害からの復旧・復興に向けた事前会議をしております。これは

リモートとして東京とも結びながら会議をさせてもらっております。内部の会議で

あります。 

 それから、山江村特用林産物の振興協議会でございますけれども、いよいよ商品

ができ上がったということであります。あらためて議員の皆様にも紹介したい、ま

た、紹介もあっているかと思いますけれども、来年行われます物産展をするという

ような手はずになっているところであります。 

 以上、諸般の報告を申し上げましたが、少し時間をいただき、２点だけご挨拶申

し上げさせていただきたいと思います。 

 まず１点目が、先ほどから申し上げております新型コロナウイルス対策でござい

ます。第１波のピークが４月中旬にまいりました。そして第２波のピークが８月の

初旬から中旬に向けてきました。そして現在、第３波の真っただ中であります。こ

れからさらに伸びるのか、ピークを迎えるのか、もうピークは去ったのかわからな

い状況でありますけれども、非常に猶予ならない状況であります。感染者総数が日

本では１６万５,０００人を超えようとしておりますし、亡くなった方も２,４００

人に届こうかとしております。また、さらに感染者が増え続けておるということ

で、本当に猛威を振るってきたなあという気がいたします。幸いにも球磨人吉在住

者からは感染者は１人も出ておりませんが、もうご案内のとおり、感染症でありま

すから、どこからどのように入ってくるかわからないというようなことであります

から、さらなる注意が必要というふうに、先ほどレベル２をレベル３に本村も引き

上げながら、喚起を促しているところであります。 

 感染者の傾向は大体わかってきております。まず、その基本的なうがい、手洗い

をはじめ３密が守れないというようなことがありますし、特にアルコールを伴う飲

食関係が最も感染傾向が強いというようなことが言われております。コロナ禍の中
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で、もう一度生活様式の見直しをですね、よろしく村民の方にもお願いしたいと思

っているところであります。 

 役場といたしましては、感染防止の観点からの支援、それから、村民の暮らしの

支援、そして、社会、経済活動の支援を通し、第２次コロナ対策支援を実施してい

くところであります。 

 さらに、このたび政府のほうでは、第３次コロナ対策の地方創生交付金が１兆

５,０００億円の対策費が補正予算の中でその措置が行われようとしております

が、本村におきましても日々変わる状況下の中で、現場の課題をしっかりと把握し

ながら、本当に困窮している、困っている村民に対して、しっかり対策を打ってい

きたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 次に、２点目が、７月豪雨災害からの復旧と復興の事業でございます。ご承知の

とおり、１０月に災害検証委員会を立ち上げまして、北田副村長を委員長といたし

まして、検証委員会の開催、その後、万江川、山田川の現場検証と被災者の声を聞

きました。その後、ワークショップでのまとめ作業をやったり、さらには、地域に

入ってのヒアリングを行っておりますし、先ほど申し上げました山田、万江両地区

での懇談会などを通し、村民の声、意見をあまねく吸い上げてきたところでありま

す。今後は災害復興計画策定委員会に切り替えまして、１２月２３日開催でありま

すけれども、本年度末をめどに、いわゆる来年の３月をめどに、ハード、ソフトの

両面から計画をつくり上げていくということになっております。 

 復興の理念を鎮山親水といたしております。いわゆる、山を鎮め、水・川と親し

むということでありますけれども、ご承知のとおり、また、村民の方々からの意見

も多く出てきておりますが、今回の大災害は、川の増水による被害にあわせて、山

の土砂流出被害による大災害でございました。今後は砂防、治山の工事と併せ、

様々な課題を持っております山林の中に入りまして、できれば川中、川下の人とも

連携しながら、現場を確認したいと思っておりますし、その課題解決に向けて取り

組みを進めることができたらと思っております。 

 また、川へ親しむ仕組みもハード、ソフトの両面から検討していきたいと考えて

おります。その上で、行政と連携の中に村民参画、住民自治による復興計画をつく

り上げていきたいというふうに、策定委員会のほうには期待をしておるところでご

ざいます。今回は、議会からも議員３名の方が委員に就任いただいているところで

すけれども、今後ともどうぞよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 今はまだ、先ほども申し上げましたけれども、国・県の災害担当の大臣をはじめ

政治家、それから関係閣僚、職員の方々も被災した球磨人吉、そして山江村への支

援体制が十分強くあるなというふうに感じますけれども、ただし、２、３年して復
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旧が進んでくると、これもまた当然ではありますけれども、人・物・金は引き上げ

ていきます。逆に申しますと、今こそ被災者をはじめとする村民の方々の以前にも

増してより良い暮らし、経済活動をはじめ、活力ある地域づくりを進めるチャンス

でもあろうかと思います。議会並びに村民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上

げます。 

 それでは、１２月定例議会における村長提案の議案でございますけれども、報告

事案が１件、諮問事案が１件、条例の一部改正案件が４件、補正予算が７件の合計

１３件でございます。どうぞ慎重にご審議いただきまして、よろしくご決定賜りま

すようお願い申し上げ、挨拶といたします。 

 ありがとうございました。 

○議長（中竹耕一郎君） これで、村長の行政報告は終わりました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 開会宣言 

○議長（中竹耕一郎君） ただいまから、令和２年第８回山江村議会定例会を開会いた

します。 

これより、本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（中竹耕一郎君） 議事日程に従いまして、日程第１、会議録署名議員の指名を

行います。 

 山江村議会会議規則第１２４条の規定によりまして、７番、立道徹議員、８番、

西孝恒議員を指名いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 会期の決定について 

○議長（中竹耕一郎君） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

本件につきましては、１１月２７日、議会運営委員会が開かれ、会期の日程等に

ついて協議がなされておりますので、議会運営委員長の報告を求めます。 

１０番、秋丸安弘君。 

○議会運営委員長（秋丸安弘君） おはようございます。令和２年第８回山江村議会定

例会につきまして、去る１１月２７日午前９時から議会運営委員会を開催し、本議

会全般について協議し、日程を決定しております。 

決定しておりますことを報告申し上げます。 

会期につきましては、本日１２月８日から１０日までの３日間としております。 

本日、開会、提案理由説明を行った後、午後から議案審議としております。 
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 ９日は一般質問となっており、５名の議員から通告がなされております。発言の

順序はくじ引きにより決定しております。時間につきましては、質問・答弁含めて

６０分となっております。１０日に質疑、討論、表決を行い、閉会と決定しており

ます。 

以上、報告申し上げます。 

○議長（中竹耕一郎君） これで、議会運営委員長の報告は終わりました。 

お諮りします。会期の決定については、委員長報告のとおり決定することにご異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中竹耕一郎君） 異議なしと認めます。 

日程第２、会期の決定については、議会運営委員長報告のとおり決定をいたしま

した。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３ 報告第４号 令和元年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の

報告について 

○議長（中竹耕一郎君） 日程第３、報告第４号、令和元年度決算に基づく健全化判断

比率及び資金不足比率の報告についてを議題とし、提案者の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（内山慶治君） それでは、報告第４号についてご説明を申し上げます。 

 令和元年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてでござ

います。令和元年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について、地方

公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第１項及

び同法第２２条第１項の規定によりまして、監査委員の意見を付して次のとおり報

告させていただくものでございます。 

 令和２年１２月８日、本日提出でございます。山江村長、内山慶治としておりま

す。 

 下の表でありますけれども、まず、１、健全化判断比率でございますが、比率

名、令和元年度比率、早期健全化基準と横に表を読み上げさせていただきたいと思

います。 

 まず（１）実質赤字比率でございますが、令和元年度比率については、横の「ハ

イフン」としておりますが、これは山江村普通会計財政健全化比率等審査意見書、

山江江村監査委員から出ておりまして、これを後ろのほうに付けておりますけれど

も、横棒は、実質赤字額はなくというようなことを示しております。従いまして、

令和元年度比率は実質横「ハイフン」であります。なしということです。それか



－ 14 － 

ら、早期健全化基準は１５％以下となっております。 

 （２）でありますけれども、連結実質赤字比率でありますけれども、これも令和

元年度比率はなし、それから、早期健全化基準につきましては、２０％以下となっ

ております。 

 （３）の実質公債費比率につきましては、令和元年度比率が１０.７％でありま

すが、早期健全化基準につきましては、２５％以下となっております。 

 （４）将来負担比率につきましては、横「ハイフン」のなしでありまして、基準

につきましては３５０％以下となっております。 

 次に、２の資金不足比率であります。会計名、令和元年度比率、経営健全化基準

となっておりますけれども、（１）（２）の簡易水道事業、農業集落排水事業、両

事業とも「ハイフン」でなしであります。比率がなしでありますし、経営健全化基

準が２０％以下でありますので、報告にありますとおり、良好と認められるという

ような報告を受けております。 

 提案理由でありますけれども、健全化判断比率及び資金不足比率については、地

方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、議会へ報告する必要があるため

に提案をさせていただくというものでございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第４ 諮問第１号 山江村人権擁護委員の推薦に関する意見を求めることについ

て 

○議長（中竹耕一郎君） 日程第４、諮問第１号、山江村人権擁護委員の推薦に関する

意見を求めることについてを議題とし、提案者の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（内山慶治君） 諮問第１号についてご説明申し上げます。 

 山江村人権擁護委員の推薦に関する意見を求めることについてでございます。山

江村人権擁護委員に次の者を推薦したいので、議会の意見を求めるというものでご

ざいます。本日提出でございます。 

 表がありますけれども、住所が山江村大字山田乙の２５２１番地の２。氏名が前

田勝則。生年月日につきましては、昭和３２年１月１０日となっております。 

 提案理由でありますけれども、現委員である中村智代正氏が、令和３年３月３１

日をもって任期満了となり、ご辞退をされました。従いまして、後任に前田勝則氏

を適任と認め、推薦をしたいということでありますので、人権擁護委員法第６条第

３項の規定により、議会の意見を求めるものでございます。 

 これにつきましては、法務大臣がですね、人権擁護委員を委嘱するにあたって

は、まず、市町村長が人権擁護委員にふさわしい地域の候補者を選びまして、議会
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の意見を聞いた上で法務局へ推薦をいたします。 

 前田勝則氏は、昭和５０年３月に鹿児島県にあります鹿児島実業高校を卒業され

ております。昭和５０年４月から平成２１年３月まで日立キャピタル株式会社に勤

務されておりました。その他の経歴といたしましては、山江村選挙管理委員会の補

充員、山江村移住定住促進委員、また、地域におきましても地区の役員等を歴任さ

れております。人権擁護委員の選任といたしましては、親しみやすさ、誠実さ、人

権侵害を許さない正義感、気軽に相談できる方、また、救済の立場に立つ人を選ぶ

ことが大切だと考えております。従いまして、同氏を適任者と認め推薦をしたいの

で、議会の意見を求めるものでございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第５ 議案第５９号 山江村債権管理条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（中竹耕一郎君） 日程第５、議案第５９号、山江村債権管理条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題とし、提案者の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（内山慶治君） それでは、議案第５９号についてご説明申し上げます。 

 山江村債権管理条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。山江村

債権管理条例の一部を改正する条例を別案のとおり制定するというものでございま

す。本日提出でございます。 

 提案理由でございますが、地方税法の一部改正に伴いまして、条例の一部を改正

する必要があるために提案をさせていただくというものでございます。 

 １枚開けていただきますと、一部を改正する条例でございます。 

 次に新旧対照表が書いてございますが、この議案につきましては、地方税法等、

いわゆる上位法の改正がありましたので、それに伴う条例改正でございます。市中

金利の情勢を踏まえまして、計算根拠となる特例基準割合の引き下げ及び特例基準

割合の名称の変更等が主な改正でございます。 

 そして、この条例は、令和３年１月１日から施行するというものでございます。 

 以上でございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第６ 議案第６０号 山江村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

○議長（中竹耕一郎君） 次に、日程第６、議案第６０号、山江村国民健康保険税条例

の一部を改正する条例の制定についてを議題とし、提案者の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（内山慶治君） 議案第６０号についてご説明申し上げます。 
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 山江村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。

山江村国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別案のとおり制定するというも

のでございます。本日提出でございます。 

 提案理由でございますが、地方税法施行令の一部改正がありましたのに伴いまし

て、条例の一部を改正する必要があるために提案をさせていただくというものでご

ざいます。 

 １枚めくっていただきますと、一部を改正する条例がございますし、３枚目、４

枚目からは新旧対照表を付けております。この改正する条例につきましてもです

ね、地方税法が変わりました。いわゆる上位法の改正に伴う条例改正でございま

す。個人所得課税の見直しに伴う軽減判定所得基準の見直し及び規定の整備等が主

な改正でございます。 

 なお、この条例は、令和３年１月１日から施行するというものでございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第７ 議案第６１号 山江村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（中竹耕一郎君） 日程第７、議案第６１号、山江村指定居宅介護支援等の事業

の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを

議題とし、提案者の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（内山慶治君） 議案第６１号についてご説明申し上げます。 

 山江村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例の制定についてでございます。山江村指定居宅介護支援等の事業

の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を別案のとおり制

定するというものでございます。本日提出でございます。 

 提案理由でございますが、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基

準及び指定居宅サービス等の事業の人員、整備及び運営に関する基準等の一部を改

正する省令の一部改正に伴いまして、条例の一部を改正する必要があるために提案

をさせていただくというものでございます。 

 １枚開けていただきますと、一部を改正する条例がありますし、その次に新旧対

照表を添付してございますが、これもいわゆる上位法が変わったということに伴い

まして、条例の一部を改正をさせていただくというものでございます。 

 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等の改正する省令が公布

をされております。そのために一部改正するものでございますが、改正の主な内容

につきましては、指定居宅介護支援事業所の管理者要件を見直すとともに、事業所
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の人材確保に関する状況等を考慮し、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適

用を猶予する経過措置期間の延長を行う必要があるために、所要の改正を行うとい

うものでございます。 

 なお、指定居宅介護支援事業所というのが、山江村におきましては、社会福祉協

議会と山江の老健、２カ所ございます。管理者が現在主任介護支援専門員の資格を

持っておりませんので、管理者が主任介護支援専門員の資格を取るか、もしくは、

主任介護支援専門員の資格を有した人が管理者となるかというようなことになろう

かと思います。 

 附則といたしまして、この条例は、令和３年４月１日から施行するとしておりま

す。ただし、附則第２号の前に、見出しを付する改正規定、同項の改正規定及び附

則第３項の改正規定は、公布の日から施行するというふうにしております。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第８ 議案第６２号 山江村後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

○議長（中竹耕一郎君） 次に、日程第８、議案第６２号、山江村後期高齢者医療に関

する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とし、提案者の説明を求めま

す。 

 村長。 

○村長（内山慶治君） 議案第６２号についてご説明申し上げます。 

 山江村後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでござ

います。山江村後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を別案のとおり

制定するというものでございます。本日提出でございます。 

 提案理由でございますが、地方税法の一部改正に伴いまして、条例の一部を改正

する必要があるために提案をさせていただくというものでございます。 

 １枚開けていただきますと改正する条例でございますし、また、一番最後のペー

ジには新旧対照表を付けております。これも上位法の一部改正に伴いまして条例の

改正でございますけれども、改正の内容につきましては、特例基準割合の用語の見

直しが行われました。延滞金特例基準割合と改められましたために、文言の見直し

を行うというものでございます。 

 附則といたしまして、この条例は、令和３年１月１日から施行するとしておりま

す。また、この条例による改正後の附則第２条の規定は、この条例の施行の日以後

の期間に対する延滞金について適用いたしまして、同日前の期間に対応する延滞金

については、なお、従前の例によるといたしております。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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 日程第９ 議案第６３号 令和２年度山江村一般会計補正予算（第８号） 

○議長（中竹耕一郎君） 日程第９、議案第６３号、令和２年度山江村一般会計補正予

算（第８号）を議題とし、提案者の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（内山慶治君） 議案第６３号についてご説明申し上げます。 

 令和２年度山江村一般会計補正予算（第８号）でございます。令和２年度山江村

の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによるとするものでございま

す。 

 歳入歳出予算の補正でございます。第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ８億３,５１９万４,０００円追加をいたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ８２億３,１５４万１,０００円とするものでございます。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。 

 次に、地方債の補正でございますが、第２条、地方債の追加及び変更は、「第２

表 地方債補正」によるものでございます。本日提出でございます。 

 内容につきましては、総務課長が説明いたします。 

○議長（中竹耕一郎君） 白川総務課長。 

○総務課長（白川俊博君） それでは、議案第６３号について説明いたします。 

 １ページをご覧ください。第１表、歳入歳出予算補正、歳入、主なものについて

説明いたします。 

 １４、国庫支出金、公共土木及び農林水産業施設災害復旧並びに環境整備費補助

金など、６億２,５７９万９,０００円の増額でございます。１５、県支出金、子ど

ものための教育保育給付費及び森林環境保全支援補助金など、１,３３２万３,００

０円の増額でございます。２０、諸収入、後期高齢者医療給付負担金など、４４６

万２,０００円の増額でございます。２１、村債、公共土木及び農林業施設災害復

旧費債など、１億９,０９０万円を増額しまして、歳入合計、補正前の額に補正

額、８億３,５１９万４,０００円を追加しまして、８２億３,１５４万１,０００円

とするものでございます。 

 ２ページをご覧ください。歳出、主なものについて説明いたします。 

 ３、民生費、児童措置に係る施設型給付費及び災害救助に係る復興支援ボランテ

ィアセンター運営補助金など、４,１８９万２,０００円を増額するものです。４、

衛生費、災害等廃棄物処理委託料及び公費解体に係る工事請負費など、４,４９３

万８,０００円を増額するものでございます。５、農林水産業費、公有林整備に係

る災害普及への委託料及び工事請負費など、５５９万８,０００円を増額するもの
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です。９、教育費、ＩＣＴ教育に係る情報機器購入及び万江小トイレ改修工事請負

費など、２,６５６万８,０００円を増額するものでございます。 

 ３ページをご覧ください。１０、災害復旧費、道路河川及び農林林業施設災害復

旧への委託料及び工事請負費など、７億６,１８０万６,０００円を増額するもので

ございます。１２、予備費、５,３２９万６,０００円を減額しまして、歳出合計、

補正前の額に補正額、８億３,５１９万４,０００円を追加しまして、８２億３,１

５４万１,０００円とするものでございます。 

 ４ページをご覧ください。地方債補正、第２表、追加でございます。起債の目

的、災害援護資金貸付事業、限度額を１７０万円、万江小学校屋内トイレ整備事

業、限度額を４００万円とするものでございまして、起債の方法、利率、償還の方

法は記載のとおりでございます。 

 次に、変更でございます。公共土木施設災害復旧事業の補正前の限度額１１億

６,８９０万円を補正後の限度額１２億５,５４０万円とするもの、林業施設災害復

旧事業、補正前の限度額１,６７０万円を補正後の限度額９,４８０万円とするも

の、農業施設災害復旧事業、補正前の限度額１,６７０万円を補正後の限度額３,６

３０万円とするもの、それから、最後に公共施設災害復旧事業、補正前の限度額９

２０万円を補正後の限度額１,０２０万円とするものでございます。起債の方法、

利率、償還の方法につきましては記載のとおりでございます。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（中竹耕一郎君） お諮りします。ここで暫時休憩をしたいと思いますが、ご異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中竹耕一郎君） 異議なしと認めます。再開時刻を午前１１時といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時５１分 

再開 午前１０時５９分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（中竹耕一郎君） 休憩前に引き続き、再開をいたします。    

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１０ 議案第６４号 令和２年度山江村特別会計国民健康保険事業補正予算 

（第４号） 

○議長（中竹耕一郎君） 日程第１０、議案第６４号、令和２年度山江村特別会計国民

健康保険事業補正予算（第４号）を議題とし、提案者の説明を求めます。 

村長。 
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○村長（内山慶治君） 議案第６４号についてご説明申し上げます。 

 令和２年度山江村特別会計国民健康保険事業補正予算（第４号）でございます。

令和２年度山江村の特別会計国民健康保険事業補正予算（第４号）は、次に定める

ところによるとするものでございます。 

 歳入歳出予算の補正でございますが、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ１,６００万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ４億８,６０４万７,０００円とするものでございます。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。本

日提出でございます。 

 内容につきましては、健康福祉課長が説明いたします。 

○議長（中竹耕一郎君） 迫田健康福祉課長。 

○健康福祉課長（迫田教文君） それでは、議案第６４号につきまして説明いたしま

す。 

 １ページをご覧ください。第１表、歳入歳出予算補正、歳入につきまして説明い

たします。款６、県支出金につきましては、一般被保険者療養給付費及び高額療養

費増額によります普通交付金、１,６００万円の増額でございます。歳入合計、補

正前の額に１,６００万円を増額しまして、４億８,６０４万７,０００円とするも

のでございます。 

２ページをご覧ください。歳出、主なものにつきまして説明いたします。 

 款２、保険給付費につきましては、見込額によります一般被保険者療養給付費及

び高額療養費を１,６００万円増額するものでございます。款９、諸支出金につき

ましては、前年度実績に伴う特別交付金返還金、２０万６,０００円増額するもの

でございます。款１０、予備費につきましては、２８万３,０００円を減額するも

のでございます。歳出合計、補正前の額に１,６００円を増額しまして、４億８,６

０４万７,０００円とするものでございます。 

以上、説明を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１１ 議案第６５号 令和２年度山江村特別会計簡易水道事業補正予算（第５

号） 

○議長（中竹耕一郎君） 次に、日程第１１、議案第６５号、令和２年度山江村特別会

計簡易水道事業補正予算（第５号）を議題とし、提案者の説明を求めます。 

村長。 

○村長（内山慶治君） 議案第６５号についてご説明申し上げます。 
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令和２年度山江村特別会計簡易水道事業補正予算（第５号）でございます。 

 令和２年度山江村の特別会計簡易水道事業補正予算（第５号）は、次に定めると

ころによるとするものでございます。 

歳入歳出予算の補正でございますが、第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出

それぞれ５,０４１万４,０００円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ２億１,６３９万５,０００円とするものでございます。 

２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。 

 次に、地方債の補正でございます。第２条、地方債の変更は、「第２表 地方債

補正」によるとするものでございます。本日提出でございます。 

 内容につきましては、建設課長が説明いたします。 

○議長（中竹耕一郎君） 清永建設課長。 

○建設課長（清永弘文君） それでは、議案第６５号についてご説明いたします。 

１ページ目をお開きください。第１表、歳入歳出予算補正、歳入、３、国庫支出

金、災害査定による事業費の決定に伴い、２,８３１万４,０００円の減額、９、村

債、こちらも査定決定による事業費の決定に伴い、２,２１０万円を減額しまし

て、歳入合計、補正前の額から５,０４１万４,０００円を減額しまして、２億１,

６３９万５,０００円とするものでございます。 

 ２ページ目をお開きください。歳出、主なものとして、２、簡易水道事業費、漏

水に伴う工事費など３３５万円の増額、６、災害復旧費、災害査定による工事費等

の決定に伴い、５,０４７万４,０００円を減額しまして、歳出合計、補正前の額か

ら５,０４１万４,０００円を減額しまして、２億１,６３９万５,０００円とするも

のでございます。 

 ３ページ目をお開きください。第２表、地方債補正でございます。起債の目的、

簡易水道施設災害事業費で、限度額を４,５１０万円から２,３００万円に変更する

ものでございます。起債の方法、利率、償還の方法につきましては記載のとおりで

ございます。 

 以上で説明を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１２ 議案第６６号 令和２年度山江村特別会計農業集落排水事業補正予算 

（第５号） 

○議長（中竹耕一郎君） 日程第１２、議案第６６号、令和２年度山江村特別会計農業

集落排水事業補正予算（第５号）を議題とし、提案者の説明を求めます。 

村長。 
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○村長（内山慶治君） 議案第６６号についてご説明を申し上げます。 

令和２年度山江村特別会計農業集落排水事業補正予算（第５号）でございます。

令和２年度山江村の特別会計農業集落排水事業補正予算（第５号）は、次に定める

ところによるとするものでございます。 

歳入歳出予算の補正でございますが、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ１４０万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１

億７,３８０万５,０００円とするものでございます。 

２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。 

 次に、地方債の補正でございますが、第２条、地方債の変更は、「第２表 地方

債補正」によるものでございます。本日提出でございます。 

 内容につきましては建設課長が説明いたします。 

○議長（中竹耕一郎君） 清永建設課長。 

○建設課長（清永弘文君） それでは、議案第６６号についてご説明いたします。 

１ページ目をお開きください。第１表、歳入歳出予算補正、歳入、７、村債、災

害復旧に伴う起債の借り入れとして５８０万円の増加、８、国庫支出金、歳入の組

み替えによる４４０万円を減額しまして、歳入合計を補正前の額に１４０万円を追

加し、１億７,３８０万５,０００円とするものでございます。 

 ２ページ目をお開きください。歳出、主なものとして、２、農業集落排水事業

費、施設の修繕費など１９３万６,０００円を増額、４、予備費を６３万６,０００

円を減額しまして、歳出合計を補正前の額に１４０万円を追加し、１億７,３８０

万５,０００円とするものでございます。 

 ３ページ目をお開きください。第２表、地方債補正でございます。起債の目的の

農業集落排水事業は、限度額を８６０万円から９６０万円に変更するものでござい

ます。 

 続いて、起債の目的の農業集落排水施設災害復旧事業は、限度額を５８０万円か

ら１,０６０万円に変更するものでございます。起債の方法、利率、償還の方法に

つきましては記載のとおりでございます、 

 以上、説明を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１３ 議案第６７号 令和２年度山江村特別会計介護保険事業補正予算（第２

号） 

○議長（中竹耕一郎君） 次に、日程第１３、議案第６７号、令和２年度山江村特別会

計介護保険事業補正予算（第２号）を議題とし、提案者の説明を求めます。 
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村長。 

○村長（内山慶治君） 議案第６７号についてご説明申し上げます。 

令和２年度山江村特別会計介護保険事業補正予算（第２号）でございます。 

 令和２年度山江村の特別会計介護保険事業補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによるとするものでございます。 

歳入歳出予算の補正でございますが、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ１１８万５,０００円を追加をいたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ４億７,０３９万７,０００円とするものでございます。 

２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。本

日提出でございます。 

 内容につきましては健康福祉課長が説明いたします。 

○議長（中竹耕一郎君） 迫田健康福祉課長。 

○健康福祉課長（迫田教文君） それでは、議案第６７号につきまして説明いたしま

す。 

１ページをご覧ください。第１表、歳入歳出予算補正、歳入につきまして説明い

たします。款３、国庫支出金につきましては、介護保険制度見直しに伴うシステム

改修費補助金によります５４万１,０００円を増額するものでございます。款７、

繰入金につきましては、システム改修に伴う一般会計からの事務費繰入金、６４万

４,０００円を増額するものでございます。歳入合計、補正前の額に１１８万５,０

００円を増額しまして、４億７,０３９万７,０００円とするものでございます。 

次に、２ページをご覧ください。歳出につきまして説明いたします。款１、総務

費につきましては、介護保険制度見直しに伴うシステム改修委託料及び人件費、１

１８万５,０００円増額するものでございます。歳出合計、補正前の額に１１８万

５,０００円を増額しまして、４億７,０３９万７,０００円とするものでございま

す。 

以上、説明を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１４ 議案第６８号 令和２年度山江村特別会計後期高齢者医療事業補正予算

（第２号） 

○議長（中竹耕一郎君） 日程第１４、議案第６８号、令和２年度山江村特別会計後期

高齢者医療事業補正予算（第２号）を議題とし、提案者の説明を求めます。 

村長。 

○村長（内山慶治君） 議案第６８号についてご説明申し上げます。 
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令和２年度山江村特別会計後期高齢者医療事業補正予算（第２号）でございま

す。令和２年度山江村の特別会計後期高齢者医療事業補正予算（第２号）は、次に

定めるところによるとするものでございます。 

歳入歳出予算の補正でございます。第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出そ

れぞれ５万円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３,９

８９万６,０００円とするものでございます。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。本

日提出でございます。 

 内容につきましては健康福祉課長が説明いたします。 

○議長（中竹耕一郎君） 迫田健康福祉課長。 

○健康福祉課長（迫田教文君） それでは、議案第６８号につきまして説明いたしま

す。 

１ページをご覧ください。第１表、歳入歳出予算補正、歳入につきまして説明い

たします。款３、繰越金につきましては、保険基盤安定繰入金決定によります一般

会計からの繰入金、５万円を減額するものでございます。歳入合計、補正前の額か

ら５万円を減額しまして、３,９８９万６,０００円とするものでございます。 

 ２ページをご覧ください。歳出につきまして説明いたします。款２、後期高齢者

医療広域連合納付金につきましては、保険基盤安定繰入金決定によりまして、納付

金４万９,０００円を減額するものでございます。款４、予備費につきましては、

１,０００円減額するものでございます。歳出合計、補正前の額から５万円を減額

しまして、３,９８９万６,０００円とするものでございます。 

以上、説明を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１５ 議案第６９号 令和２年度山江村特別会計ケーブルテレビ事業補正予算

（第４号） 

○議長（中竹耕一郎君） 次に、日程第１５、議案第６９号、令和２年度山江村特別会

計ケーブルテレビ事業補正予算（第４号）を議題とし、提案者の説明を求めます。 

村長。 

○村長（内山慶治君） 議案第６９号についてご説明申し上げます。 

令和２年度山江村特別会計ケーブルテレビ事業補正予算（第４号）でございま

す。令和２年度山江村の特別会計ケーブルテレビ事業補正予算（第４号）は、次に

定めるところによるとするものでございます。 

歳入歳出予算の補正でございますが、第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出
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それぞれ２万６,０００円を減額をいたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ６,７５６万９,０００円とするものでございます。 

２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。本

日提出でございます。 

 内容につきましては企画調整課長が説明いたします。 

○議長（中竹耕一郎君） 平山企画調整課長。 

○企画調整課長（平山辰也君） それでは、議案第６９号について説明いたします。 

１ページをご覧ください。第１表、歳入歳出予算補正でございます。歳入でござ

いますけれども、款５、諸収入を２万６,０００円減額するものでありまして、消

費税の申告によります還付金の実績によるものでございます。歳入合計、補正前の

額から２万６,０００円を減額し、６,７５６万９,０００円とするものでございま

す。 

 ２ページをお願いします。歳出でございますけれども、款２、ケーブルテレビ事

業費、７０万円を追加するものでありまして、加入件数の増加に伴います機器保守

料及び宅内引き込み工事の増加によるものでございます。款４、予備費を７２万

６,０００円減額いたしまして、歳出合計、補正前の額から２万６,０００円を減額

し、６,７５６万９,０００とするものでございます。 

 以上でございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１６ 選挙第１号 山江村選挙管理委員及び補充員の選挙について 

○議長（中竹耕一郎君） 日程第１６、選挙第１号、山江村選挙管理委員及び補充員の

選挙についてを議題とし、選挙を行います。 

 この選挙は、令和２年１２月２２日をもって山江村選挙管理委員及び補充員の任

期が満了となるため、地方自治法第１８２条第１項及び第２項の規定により、山江

村選挙管理委員及び補充員を選挙するものであります。 

 地方自治法第１８２条第１項及び第２項を朗読いたします。第１８２条第１項、

選挙管理委員は、選挙権を有する者で、人格が高潔で政治及び選挙に関し公正な見

識を有する者のうちから、地方公共団体の議会においてこれを選挙する。 

 第２項、議会は、前項の規定による選挙を行う場合において、同時に同項の規定

する者のうちから、委員と同数の補充員を選挙しなければならない。補充員がすべ

てなくなったときもまた同様とする。以下は省略いたします。 

 お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によ

り、指名推選にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中竹耕一郎君） 異議なしと認めます。 

 したがって、選挙の方法は、指名推選で行うことに決定をいたしました。 

 お諮りします。指名の方法は、議長が指名することにしたいと思いますが、ご異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中竹耕一郎君） 異議なしと認めます。 

 それでは、指名をいたします。山江村選挙管理委員には、山江村大字万江丙７１

番地、谷川安照氏、山江村大字山田甲１５９１番地、豊永睦夫氏、山江村大字山田

乙７１０番地、前村和夫氏、山江村大字山田戊１７２番地、山北やちよ氏、以上の

方を指名いたします。 

 お諮りします。ただいま指名いたしました方を選挙管理委員の当選人と定めるこ

とにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中竹耕一郎君） 異議なしと認めます。 

 ただいま指名しました谷川安照氏、豊永睦夫氏、前村和夫氏、山北やちよ氏、以

上の方が山江村選挙管理委員に当選されました。 

 次に、山江村選挙管理委員補充員には、第１順位、山江村大字万江甲９７９番

地、中村直人氏、第２順位、山江村大字山田甲１９１８番地、谷川正一郎氏、第３

順位、山江村大字山田乙２５２１番地の２、前田勝則氏、第４順位、山江村大字万

江乙２７０番地、橋本文代氏、以上の方を指名いたします。 

 お諮りします。ただいま指名しました方を選挙管理委員補充員の当選人と定める

ことにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中竹耕一郎君） 異議なしと認めます。 

 ただいま指名しました第１順位、中村直人氏、第２順位、谷川正一郎氏、第３順

位、前田勝則氏、第４順位、橋本文代氏、以上の方が順序のとおり山江村選挙管理

委員補充員に当選をされました。 

 以上で選挙第１号、山江村選挙管理委員及び補充員の選挙については終わりま

す。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１７ 議員派遣の件 

○議長（中竹耕一郎君） 日程第１７、議員派遣の件を議題といたします。 

本件は、地方自治法第１００条第１３項の規定により、議員を派遣しようとする
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ときは、本議会での議決が必要であることから、会議規則第１２６条の規定によ

り、配付しております議案のとおり議員を派遣するものです。 

以上で、提案理由の説明は終わりました。 

以上で、本日の日程は終了いたしました。 

よって、本日はこれにて散会をいたします。ありがとうございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午前１１時２４分 
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令和２年第８回山江村議会１２月定例会（第２号） 

 

令和２年１２月９日 

午前１０時００分開議 

於 議 場 

１．議事日程 

日程第１ 一般質問 

 

２．出席議員は次のとおりである。（１０名） 

 １番 本 田 り か さん          ２番 久保山 直 巳 君 

 ３番 中 村 龍 喜 君           ４番 赤 坂   修 君 

 ５番 森 田 俊 介 君           ６番 横 谷   巡 君 

 ７番 立 道   徹 君           ８番 西   孝 恒 君 

 ９番 中 竹 耕一郎 君          １０番 秋 丸 安 弘 君 

 

３．欠席議員は次のとおりである。（０名） 

 

４．職務のため会議に出席した事務局職員の職氏名 

 議会事務局長  松 尾 充 章 君 

 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

 村    長  内 山 慶 治 君   副   村   長  北 田 愛 介 君 

 教   育   長  藤 本 誠 一 君   総 務 課 長  白 川 俊 博 君 

 税 務 課 長  山 口   明 君   企画調整課長  平 山 辰 也 君 

 産業振興課長  新 山 孝 博 君   健康福祉課長  迫 田 教 文 君 

 建 設 課 長  清 永 弘 文 君   教 育 課 長  蕨 野 昭 憲 君 

 会計管理者  一二三 信 幸 君 
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開議 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（中竹耕一郎君） おはようございます。ただいまから会議を開きます。 

 本日の出席議員は１０名で定足数に達しております。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 一般質問 

○議長（中竹耕一郎君） 本日は、会期日程日時第２、一般質問となっております。 

 お手元に配付してありますとおり、５名の議員から一般質問の通告がなされてお

ります。 

 通告の順に従いまして、一般質問を許します。 

なお、会議規則第５５条第１項の規定の発言時間は、質問、答弁を合わせて６０

分といたしますが、質問される議員におかれましては、迫力のある充実した質問を

していただきますよう要望をいたします。 

 一方、執行部におかれましては、丁寧に、そして簡潔にわかりやすく答弁いただ

きますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、はじめに６番、横谷議員より、１．「新過疎法」における過疎地域指

定の予測と対応について、２．村道岩ケ野下払線の災害復旧について、３．７月豪

雨で氾濫した万江川・山田川の治水対策の方向性について通告が出ております。 

横谷巡議員の質問を許します。６番、横谷巡君。 

 

横谷 巡君の一般質問 

 

○６番（横谷 巡君） 議長のお許しをいただきましたので、６番議員、横谷巡から、

通告に従い、一般質問を行います。 

 今年もいよいよ師走となりました。本年は新型コロナウイルスの感染拡大、７月

の豪雨による災害発生など、村にとって村民の皆様にとって大変厳しい年でありま

した。来年こそは希望のある明るいよい年になりますことを願いたいと思います。 

 通告しています質問事項は、ただいま議長が申し上げたとおり、１点目が、新過

疎法における過疎地域指定の予測と対応について、２点目に、村道岩ケ野下払線の

災害復旧について、３点目に山田川・万江川の治水対策の方向性について伺いま

す。 

 １点目の新過疎法における地域指定の予測と対応についてまいります。 

 過疎法は、昭和４５年に議員立法として制定され、今まで５０年間にわたり、法

に基づく財政支援を活用し、本村の生活環境の整備や産業の振興に一定の成果を上
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げてきました。 

 しかし、来年度から新たにスタートする新過疎法の制定に向けての議論の中で、

過疎地域指定要件が見直され、本村が地域要件から外れるかもしれないとの予測が

出ております。このことは、本村にとっては村の存続が危ぶまれると懸念するほど

の重要な問題でもあります。 

 そこで伺います。過疎法の過疎地域指定の要件とはどういうものか伺います。 

○議長（中竹耕一郎君） 平山企画調整課長。 

○企画調整課長（平山辰也君） それではお答えをいたします。過疎法の地域指定要件

ということでございますけれども、この地域指定の要件につきましては、現在の過

疎法と同様に新法もですね、人口要件と財政力要件とされておりまして、人口要件

につきましては、人口の減少率、それから６５歳以上の高齢化比率及び１５歳から

２９歳までの若年者の比率を、財政力要件につきましては、財政力指数を用いるこ

ととされております。 

 人口減少率につきましては、これまでの過疎法では、昭和３５年を基準に直近の

国勢調査までの期間の人口減少率を用いられてきたということでございますけれど

も、新過疎法では、基準の年を昭和５０年または昭和５５年を基準年とされること

で、現在検討されているというところでございます。新過疎法につきましては、過

疎地域指定要件の人口減少率、高齢化比率、若年者比率の数値は、今後また検討さ

れるということになりますので、今後の動きに注意していきたいというふうに考え

ております。 

 以上が過疎法におきます過疎の地域指定の要件でございます。 

○議長（中竹耕一郎君） ６番、横谷巡君。 

○６番（横谷 巡君） 過疎法に基づく有利な財政支援があると思います。この財政支

援である国庫補助、また過疎債の優遇措置について、それから、昭和４５年から４

次にわたって過疎法で実施してきた主な施策事業、主なものだけで結構ですので、

どんなものが本村で行ってきたか伺います。 

○議長（中竹耕一郎君） 平山企画調整課長。 

○企画調整課長（平山辰也君） お答えをいたします。過疎地域は全国の９％の人口で

ですね、日本の広域な国土の９割を支えておりまして、多様性があり、美しく風格

のある国土の形成に寄与するとともに、多面的機能を発揮していると言われており

ます。その一方、人口減少や少子高齢化は著しく、過疎市町村の財政力は相当厳し

い状況でございます。 

 その条件不利地な過疎市町村に対します国の優遇措置ということでございますけ

れども、まずは国庫補助金の補助率の嵩上げがあります。それから、ハード事業、
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ソフト事業等に対します必要な経費を過疎対策事業債をもって財源とすることがで

きます。また、将来の財政負担を軽減するために、この過疎債に対します元利の償

還金の７割がですね、交付税で措置されるというなどの優遇措置がございます。 

 それから、４次にわたる過疎法での過疎債を活用した主な事業ということでござ

いますけれども、年数がありますので直近３年のですね、事業について主なものを

申し上げます。 

 まず、平成２９年度には村道４路線の道路改良事業、下の段橋の架け替え事業、

携帯電話等のエリア整備事業、簡易水道事業、教育ＩＣＴ環境整備事業など、事業

費で３億３,１６０万７,０００円、過疎債借入額が２億１,８００万円、平成３０

年度には、村道４路線の道路改良事業、下の段橋の架け替え事業や古賀橋、吐合橋

の補修事業、それとケーブルテレビの機器更新事業、それから教育ＩＣＴ環境整備

事業など、事業費で３億２,０６９万２,０００円、過疎債の借入額が２億２,７７

０万円であります。 

 令和元年度、昨年度につきましては、村道の６路線の道路改良事業、吐合橋の補

修、下の段橋の架け替え事業、ケーブルテレビの機器更新事業、教育ＩＣＴ環境整

備事業などがありまして、事業費で４億２,６５０万８,０００円、過疎債の借入額

が２億２,５６０万円であり、この３年間の平成２９年度から令和元年度までの３

年間を合計しますと、事業費で１０億７,８８０万７,０００円、過疎債の借入額が

６億７,１３０万円であります。そのうちつつじ祭りとか産業振興祭り、プレミア

ム商品券発行事業などのソフト事業も過疎債を活用した事業でありまして、平成２

９年度から令和元年度までの３年間のソフト事業に対します合計は、事業費で１億

４４２万７,０００円、過疎債の借入額が１億３,６００万円であります。 

 以上が、４次にわたります過疎法での直近３年間の過疎債を活用した主な事業で

あります。以上でございます。 

○議長（中竹耕一郎君） ６番、横谷巡君。 

○６番（横谷 巡君） 今、説明いただきましたように、本村の行政施策の根幹である

インフラ整備、それからソフト事業等に有利な財政支援を活用して事業を行ってき

ておられます。その中で、ここ３カ年の過疎債の借入額、償還額、現在における累

計未償還額、このことについてお尋ねをいたします。 

○議長（中竹耕一郎君） 白川総務課長。 

○総務課長（白川俊博君） それでは、ここ３カ年の過疎債の借入額と償還額の状況と

いうことでございます。まず平成２９年度の状況でございます。道路整備事業など

のハード事業、それから簡易水道整備に係ります公営企業、さらにＩＣＴ教育のソ

フト事業への借入総額が、先ほど企画課長も申しましたけれども、２億１,８００
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万円でございます。返済となります元利償還額が２億１,９３４万９,０００円とな

っております。 

 次に、平成３０年度でございますけれども、ハード事業及びソフト事業の借入総

額が２億２,７７０万円でございまして、元利償還額が２億１,３９６万円となって

おります。さらに、昨年の令和元年度におきましては、ハード・ソフト及び公営企

業への借入総額２億２,５６０万円、元利償還額が２億２６５万４,０００円となっ

ております。 

 ちなみに今年度、令和２年度の借入要望額ですけれども、ハード・ソフト事業及

び公営企業へ１億６,９４０万円を要望しておりまして、償還予定額が１億９,３０

０万８,０００円となっております。 

 また、現在の未償還額につきましては、９億１,４９３万４,０００円となってい

るところでございます。 

○議長（中竹耕一郎君） ６番、横谷巡君。 

○６番（横谷 巡君） 本村の財政運営上ですね、毎年２、３億円借入、そして償還も

２億円、３億円ということです。やはりこの過疎債等がなくなってくるとですね、

本当に本村とすれば財政運営への影響は大きなものになってきます。 

 次にですね、いよいよ来年度からの新たな過疎法により、万一過疎地域から指定

が外れた場合の対応について伺ってまいります。 

 まず一番心配なのが財源不足です。この財源不足が考えられる財政運営について

伺います。 

○議長（中竹耕一郎君） 白川総務課長。 

○総務課長（白川俊博君） それでは、本村においてのハード事業を進める上で、国・

県の補助事業の補助裏財源や単独でのソフト事業の財源確保のため、過疎債を借り

入れまして事業を進めまして、上限枠を最大限に活用しまして事業に取り組んでき

たところでございます。 

 従いまして、過疎地域指定から除外されれば、今後事業を進める上では、補助事

業のメニューを事業ごとに見直しをしまして、財源の確保を図り、一般財源の持ち

出しを抑える財政運営進めていかなければならないと思っているところでございま

す。 

 また、過疎債のほか、事業によっては該当する単独の起債事業もございますの

で、財源不足にならないよう精査しまして、中・長期的な財政計画を立てながら、

安定な財政運営を行ってまいりたいと考えております。 

○議長（中竹耕一郎君） 村長。 

○村長（内山慶治君） 財源不足という将来の問題でありますから、私のほうからも答
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弁させていただきたいと思います。 

 課長が答弁したとおりであります。ただ、過疎債が使えないと、過疎事業地域か

ら適用除外となると、議員も役場職員、また村長をされたので、いかに大変なこと

になるかということは十分おわかりかと思うわけであります。要するに財源をほか

の補助事業、起債事業に振り分けるということですけれども、ただ、これにも限度

があるということになるわけです。特別な有利な起債でありまして、いわゆる、先

ほど課長が言いました未完償還額が９億１,０００万円と言いましたけれども、７

割が交付税で返ってきますので、７割を国庫補助と言ってもおかしくない事業で

す。特別な優遇措置がある事業であります。いわゆる９億円あっても６億３,００

０万円はですね、国がみてくれる。うちは２億８,０００万円から９,０００万円だ

けをみればいいというようなことでありますので、ただ、それがなくなるというこ

とはですね、予算の組立ての総額が減ってくるということになります。いわゆる３

０億円から３２、３億円の毎年当初予算を組んでおりますけれども、それからさら

に２、３億円の事業を見直さなくちゃいけない。当然過疎でやっております事業に

ついても、どうしてもやらなくちゃいけない事業もありますので、その分は産業振

興課の予算を減らす、健康福祉課の予算を減らす、教育それから総務関係の予算を

削減するということしか方法はありません。 

 従いまして、何とかこの過疎に残れるというようなことをまず考えております

が、外れるということについてもですね、後ほどまた答弁させていただきたいと思

いますけれども、そういう努力は引き続きやっていきたいということでございま

す。 

○議長（中竹耕一郎君） ６番、横谷巡君。 

○６番（横谷 巡君） 次の質問に道路住宅下水道等の社会基盤の整備、福祉教育等の

施設整備、産業の振興、ソフト事業などに与える影響というのは、当然財政が厳し

くなれば影響あるということでございますので、ただいままでの答弁で理解してお

りますので、この件については割愛させていただきます。 

 次に、住民暮らしへのニーズへの対応、それから超高齢化社会を迎える２０２５

年問題、団塊の世代が７５歳以上の後期高齢者になることをはじめとする社会保障

費の財源確保の面から、人件費とか扶助費等の経常経費の削減、それから建設事業

などの投資的経費の抑制、債務の効果的、計画的削減など、歳出の支出抑制を図っ

ていくことが必要になってくると考えられます。 

 ただいままでの答弁でもわかりますけれども、この歳出の抑制についてお伺いい

たします。 

○議長（中竹耕一郎君） 白川総務課長。 
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○総務課長（白川俊博君） 議員申されましたように、住民の暮らしに欠かせない社会

保障、それから人件費や扶助費など経常経費が伴う支出、それから投資的な事業の

実施につきましては、本村の基本構想、基本計画及び実施計画に基づき、安定的な

財政状況を踏まえながら計画実施していかなければなりませんので、事業の実施や

削減などの見直しの検討を行い、しっかりした予算を組まなければならないと思っ

ております。 

 従いまして、事業の実施につきましては、行政主体で進めるのではなく、山江村

行政改革推進委員会などの第三者の意見を取り入れまして、事業の必要性などを検

討してまいりたいと考えているところでございます。 

○議長（中竹耕一郎君） ６番、横谷巡君。 

○６番（横谷 巡君） 耐え忍ぶ歳出抑制の行財政運営がこないことが一番でありま

す。いずれにいたしましてもやはり今後の対応として、地域要件から外れる外れな

いとしても、財政の効率化、それから健全化、そして事業の選択を図っていくこと

は避けられないのではないでしょうか。過疎地域指定から外れた場合、財政に与え

る影響を考慮して、緩和するための経過措置がうたってあります。このことについ

て伺います。 

○議長（中竹耕一郎君） 白川総務課長。 

○総務課長（白川俊博君） 現在検討されている新過疎法につきましては、令和３年度

から実施されるものでございますが、今回の新過疎法での財政的経過措置につきま

しては、現段階で示されております内容については、現行法の制定の内容を基本に

検討されているところでございます。地域指定要件を充たさない市町村への財政に

対する多大な影響を緩和するため、過疎債については直近の３カ年度の過疎債発行

額の実績の平均を基準とする上限額を設けてあるところでございます。１年目、２

年目につきましては１００％、それから３年目８０％、４年目７０％、５年目が５

０％の範囲内で、５年間発行できる財政措置の検討がされているところでございま

すけれども、本村は厳しい財政状況の中で事業を進めていかなければなりませんの

で、現在検討されている経過措置につきましては、財政力指数の要件緩和やさらな

る期間延長など財政措置が優遇されれば、財政に与える影響は緩和されると思われ

るところでございます。 

○議長（中竹耕一郎君） ６番、横谷巡君。 

○６番（横谷 巡君） 確か５年間は経過措置があるということですけれども、厳しい

財政運営を強いられることは間違いありません。財政力が乏しい本村にとって、過

疎地域指定による有利な財政支援は、行政運営上欠かせない重要なことであり、新

たな過疎法によっても地域指定が継続できることを願いたいと思います。 
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 ２点目のほうに入ります。村道岩ケ野下払線の災害復旧についてであります。こ

の路線は下払、大平地区の皆さんにとっては、日常生活に欠かすことのできない大

切な基幹道路であります。今回の豪雨で基礎、路盤ごと滑落するという大きな災害

となりました。早期の復旧が望まれますが、災害復旧の工事方法、工事期間、工事

費の見込額について伺います。 

○議長（中竹耕一郎君） 清永建設課長。 

○建設課長（清永弘文君） それではお答えいたします。令和２年７月豪雨に伴い、村

道におきましては２２路線で災害が発生しております。今回ご質問の村道岩ケ野下

払線におきましては、路線内で２カ所の災害が発生しており、地域住民の方には大

変ご迷惑おかけしていることから、早期復旧に向けて工事を進めている路線でござ

います。 

 被災の状況につきましては、１カ所目は、起点岩ケ野地区から約７００メートル

の地点で土砂崩れが発生しており、被災延長は３５メートルとなります。主な工事

方法としましては、堆積土砂の撤去となります。この被災箇所につきましては、国

の災害査定受検後、１１月１１日に工事の契約を行い、現在復旧工事を進めている

ところです。契約額につきましては、２１７万８,０００円となります。年内の完

了を予定しておりましたが、撤去した堆積土砂の下に新たな被災箇所を確認しまし

たので、工期の延長等も今現在、検討をしております。 

 ２カ所目につきましては、起点から約１キロ、下払地区に入る手前のところとな

ります。こちらの被災箇所につきましては、議員申されましたとおり、道路が約５

０メートルにわたり滑落している状況です。工事の方法につきましては、現在、国

の災害査定の受検に向けて調査、設計を進めております。被害額として１億円程度

を見込んでおり、工事期間につきましては、長期間を要するものと考えておりま

す。 

 なお、現在の岩ケ野下払線の状況につきましては、１２月３日にケーブルテレビ

のやまえＴＯＤＡＹの中で状況を放送したところでございます。以上でございま

す。 

○議長（中竹耕一郎君） 新山産業振興課長。 

○産業振興課長（新山孝博君） それではお答えさせていただきます。路線の起点側７

００メーターの地点のですね、登木の法面崩壊復旧工事につきましては、治山工事

であるため県の事業でのですね、要望をしましたところでしたけれども、概算工事

見込額が治山工事基準に達していないために県事業では申請ができませんでしたの

で、県のですね、事業決定を待って、補助事業を活用し、市町村営事業により今年

度中に発注し、復旧工事行う予定としております。現在、先の１１月臨時議会ので
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すね、補正予算のほう、林地崩壊防止事業測量設計委託料を可決いただいておりま

すので、業務を進めているところでございます。 

 それから、奥のほうの東下払、いわゆる奥のほうですが、法面復旧の工事につき

ましては、治山等激甚災害対策事業による県事業として、令和３年６月県議会へ補

正予算を計上予定ということの説明を受けております。工事期間につきましては、

村道復旧後の令和３年度内に施工予定ということで聞いているところでございま

す。以上でございます。 

○議長（中竹耕一郎君） ６番、横谷巡君。 

○６番（横谷 巡君） 特に村道が路盤と基礎部分が滑落したところは、本当に大規模

災害ということで、復旧までには相当な時間と期間と工事費がかかるとの説明で

す。そういうことで下払、大平地区には迂回路として上のほうに上る椎谷に上る村

道、それから、今回お尋ねします西川内から下払に通る村道、西川内下払線があり

ます。この西川内下払線を今、地区住民の迂回路として利用されていますが、実

は、これは前々からですけれども、途中の山林に落石の危険がある転石がたくさん

点在しているということで、たびたび大きな石が落ちてきて通行規制をしてありま

した。ところがいつの間にか解除され通行しています。この通行規制の現状と、落

石防止の安全確保対策について伺います。 

○議長（中竹耕一郎君） 清永建設課長。 

○建設課長（清永弘文君） それではお答えいたします。村道西川内下払線につきまし

ては、昨年、令和元年の９月３日に落石事故が発生してから長期にわたり通行止め

を行い、地域の皆様には大変ご迷惑をおかけしております。今回の落石では、発生

当初１０個の落石を確認しております。その後、現地調査の結果、議員申されたと

おり山腹には落石の恐れのある石が確認されたため、建設課としましては全面通行

止めの対策をとっております。 

 令和２年７月豪雨により下払地区の主要道路、先ほど申しました岩ケ野下払線が

大規模な災害が発生したことから、建設課としましては、村道西川内下払線と岩ケ

野下払線、２路線を通行止めを行い、下払地区から椎谷地区に抜ける村道下払椎谷

線を迂回路としてしたところでございます。 

 安全対策としましては、県とも協議を行いましたが、落石防護柵等では対応でき

ない可能性もあるということで、建設課としましては、全面通行止めという対策を

とったところでございます。以上でございます。 

○議長（中竹耕一郎君） 新山産業振興課長。 

○産業振興課長（新山孝博君） それではお答えいたします。村道西川内下払線の法面

のですね、崩壊による県の治山事業でありますけれども、現在考えられている工法
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といたしまして、転石の除去、それとロープ復興による施工、それから仮設防護柵

設置ということで考えられておられるようでございます。令和３年３月までには工

事発注をし、復旧を進めると県の担当課より聞いております。村といたしまして

は、引き続き県には早期復旧を強く要望していきたいというふうに思っておりま

す。以上でございます。 

○議長（中竹耕一郎君） ６番、横谷巡君。 

○６番（横谷 巡君） ここは確か今、住民の方も通っておられますもんね、確か、で

すから村道は村の管理ですから、もし事故があった場合には本当に大きな責任が問

われます。ですから、やっぱり何らかの対策をしておかないと恐ろしいなあという

ふうに私は思っております。 

 県の治山事業等で復旧のことを対応するということでございますが、やはりそれ

までの間のですね、やっぱり安全対策をしとかんと、万一落ちてきて何か被害あっ

たときにはどうするかなと心配しております。治山工事が始まる前までに何らかの

安全対策をしていただくことが一番ですけれども、例えば落石の恐れのある危険な

石を、音がしないダイナマイトがあるわけですね、今は高速道路関係でよくしま

す。で、粉砕するとか、大きな石をワイヤーロープできびっておくとか、村として

何かの安全対策をしておかないと、入札して工事、大変期間がかかりますから、そ

ういう安全対策をして、下払、大平地区の皆さんが安心して通行できるような対策

もすべきではないかなというふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願いを

しておきます。 

 ３点目です。７月豪雨で氾濫した万江川と山田川の治水対策の方向性についてで

あります。蒲島県知事は、７月豪雨で氾濫した球磨川の支流、川辺川への新たな流

水型ダム建設を含む総合的な流域治水を目指す方向性を打ち出されました。本村の

万江川、山田川も同じ支流地域であります。人吉市の町が被災したのは、万江川、

山田川の氾濫のせいでもあるとの一部の声もありますが、万江川流域は広きにわた

って住宅、道路、橋梁、田畑等に大きな被害を受けました。現在、災害検証委員

会、復興計画策定委員会を立ち上げ、現地調査、被災者意見など調査をされていま

すが、村長は万江川、山田川の治水対策について、どのような方向性を目指される

のか伺います。 

○議長（中竹耕一郎君） 村長。 

○村長（内山慶治君） それではお答えいたします。先ほど蒲島知事の話をされました

けれども、万江川並びに山田川の本流はですね、県の管理河川でありまして、県の

ほうの工事によりその復旧工事が進むということが大原則であります。その大原則

の中、蒲島知事は、グリーン・ニューディール政策をとるというようなことを言わ
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れます。いわゆる緑の流域治水であります。流域治水ということは、球磨川本流の

国の管理河川のみならず県管理河川、そして市町村の管理河川、支流を含む川全体

をですね、流域治水としてしっかり整備しようという考えでございます。 

 従いまして、その流域治水ということについてですね、しっかり万江川並びに山

田川も対処をしてほしいというようなことを申してきております。特に留意すべき

は、何度も何度も同じ箇所が崩れるんだと。原形復旧だけではですね、また同じよ

うなことが起こるんだというようなことを言われるところも箇所もありますので、

その付近は強靱化の、より強い強靱化に対応を要望をしておりますし、また環境に

配慮したという意味ではですね、ホタルブロックが積めるようなところは、ぜひそ

の環境に配慮しながら、ホタルが咲きほこる万江川に戻してほしいというような要

望もしておりますので、そのことも県のほうで検討されているということでござい

ます。 

 そして、山田川のほう、現地の検証委員会をしましたところ、山田川の上流ので

すね、砂防ダム、治山ダムが壊れているところが、また危ないところが何カ所も見

受けられたというようなことでありますから、見逃してはいけない非常に山田川の

下流域にとっては大事な施設でありますので、しっかりその付近につきましてもで

すね、要望、また村管理河川につきましては、国・県と一緒になりましてそういう

工事をしていくということであります。 

 特に、今から復興計画策定委員会におきまして諸々の検討がなされていく、対策

が打たれていくということになります。当面急ぐべき土砂の撤去については、当然

ですね、土砂の捨て場、いわゆる浚渫による土砂捨場の確保も急がれますし、ま

た、被災者の方々の今後のことも急ぐというようなことでありますから、しっかり

多方面にわたりハード事業の位置づけをしてまいりたいというふうに思っておりま

す。 

 加えてソフト事業として、ハード事業につきましては、お金をかければですね、

ここ３、４年でなおるということですけれども、その対処療法のみならず原因たる

山をどうするかという課題が残るわけであります。しっかり砂防ダム、治山の施設

あたりをつくりながら、ハード的なものをやると同時にですね、もう山にずいぶん

人が入らなくなって荒れ放題でありますから、その山へ入るというようなことにつ

いて、ソフト事業としてですね、取り組み、中流・下流域も含めて、この上流をき

れいにすることで中流の減災になり、また、下流の海を守るというような取り組み

もできないかということも考えていることもありますので、どうぞよろしくお願い

を申し上げたいと思います。 

○議長（中竹耕一郎君） ６番、横谷巡君。 



－ 42 － 

○６番（横谷 巡君） 本当に今、森林の荒れ模様は大変です。格言に「川を治める者

は国を治める」ということがあります。山の手入れをし、整備をして山を治める。

川の流れをよくし、氾濫を防いで川を治める。ということからして、治山治水の整

備を図ることにあると思います。 

 今、河川の川床、これは山田川、万江川もですけれども、川床が上がり、水遊び

をし、魚が泳いでいた淵には大量の土砂で埋まり、この状況下で次の豪雨があった

場合、再度の大きな災害が起きることは免れません。緊急的な治水対策として今、

村長が言いましたように、河川に堆積した土砂を一刻も早く除去することにあると

いうふうに思います。 

 河川氾濫の要因でもある森林荒廃の有り様は想像を越えています。荒廃した山林

の手入れや保全整備には多額の経費と人手、そして長期的な対策を有します。広大

な面積の森林資源を有する万江川流域の森林をどのようにして守り、整備していく

のか、大きな課題を抱える中、地域全体の治水対策として、特に万江川地域住民か

らは、万江川上流に上から流れてくる土砂や流木を防ぐための砂防ダムの建設によ

る治水対策が効果であり、必要ではないかという意見も聞きますが、村長におかれ

ましては、このことについてどのようにお考えでしょうか。 

○議長（中竹耕一郎君） 村長。 

○村長（内山慶治君） それではお答えいたします。万江川本流に吐合の砂防ダム並み

の砂防ダムをつくってほしいというようなことかと思いますが、その意見は実は

私、３回目であります。１回目は、蒲島知事が、地域の方々との意見交換会に来ら

れたときに、１４区の区長がですね、そういう発言をされておりました。そして先

般、山田と万江地区での地域の懇談会をした折に、１５区にお住まいの方から、非

常に土砂を取ってもまたすぐ溜まるんだと。根本的にですねそういう意味では砂防

ダムをつくってくれないかというような要望を受けました。 

 その足でですね、その意見を受けて実は私、九州地方整備局の河川部長のほうに

その話をいたしております。従いまして、当然県管理河川でありますから県の事業

として国の支援を受けながらその事業をやるということになるわけですけれども、

ただ河川部長には、国の直轄事業として急いでやってほしいというような話を通し

ております。ただ実現するかどうかは別といたしまして、いずれにしてもこの砂利

をですね、砂利との戦いは砂利を止めるというのが一番手っとり早いわけでありま

すので、しっかりその砂防ダムを建設するということについては、前向きに取り組

んでいきたいと思っているところでありますし、ただこのことについては、地域全

体での問題でもありますので、地域住民の方々もこのことについてのご理解、また

ご支援をお願いしたいというふうに思っているところであります。貴重な意見あり
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がとうございました。 

○議長（中竹耕一郎君） ６番、横谷巡君。 

○６番（横谷 巡君） １２月３日に県の復興局から球磨川流域復旧・復興プランの説

明会をいただきました。その折に新規の治山砂防ダムの建設は、今回の復旧・復興

プランでは考えていないと。今ある施設の整備を重点的に行っていくとの説明であ

りました。万江川流域のこの広大な森林の荒れ模様から、集中豪雨による災害がい

つ起きてもおかしくない状況下で、この砂防ダムの建設は有効かつ効果的な治水施

設だと考えます。長期的な流域治水対策からも実現に向けた要望を今、村長が申さ

れましたように、国・県にして要望していただくことも肝要ではないかなというふ

うに思います。 

 このたびの豪雨災害、村の職員と執行部におかれては、この復旧工事の数は膨大

です。本当にこれは大変だと思います。しかし、住民の皆様が安心して道路が通れ

る、河川に親しむ、生活ができるというようなことから、可能なかぎり手を尽くし

ていただきますようにお願い申し上げ、一般質問を終わります。 

○議長（中竹耕一郎君） 次に、７番、立道徹議員より、１．豪雨災害後の復興支援に

ついての通告が出ております。 

 立道徹議員の質問を許します。７番、立道徹君。 

 

立道 徹の一般質問 

 

○７番（立道 徹君） それでは、議長のお許しをいただきましたので、７番議員、立

道が通告書に従いまして一般質問をさせていただきます。質問内容はですね、今言

われましたとおり、豪雨災害後の復興支援についての質問でございます。 

 ７月の豪雨災害から早５カ月が過ぎましたが、まだまだ復興までは時間を要する

状況で、被災され避難所から仮設住宅での慣れない生活をされているのが現状だと

思います。 

 まず１点目は、災害被災者への医療的、精神的ケアについてでございます。災害

被災者の方は、これまでの普通の日常が奪われたことや、将来的にこれまでのとお

りの生活水準を維持していけるかといった不安など、多大なストレスを抱えておら

れていると思います。被災者の心身をケアする体制について、村としての考えを伺

います。 

○議長（中竹耕一郎君） 迫田健康福祉課長。 

○健康福祉課長（迫田教文君） それではお答えいたします。県の補助事業であります

地域支え合いセンターを１０月１日付けで山江村社会福祉協議会と委託契約を締結
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し、現在２名体制で活動がスタートしております。地域支え合いセンターとは、被

災者の安心した日常生活の支え、生活再建と自立を支援するため、見守り、生活支

援、地域交流の促進、介護予防等の総合的な支援体制を構築するという目的で設置

されたものです。 

 支え合いセンターの場所につきましては、仮設団地の方々に対していつでも相談

に応じ、不安や孤独の軽減につながるように中央グラウンド内にプレハブの事務所

を設置しております。仮設団地入居者の方と在宅被災者の方、現在５０世帯を見守

り、巡回訪問等を行っております。 

 また、村内各種団体からも地域の方々と一緒になって支援をいただいておりま

す。今後も地域支え合いセンターと連携しながら、被災者の方が早期の生活再建を

実現することを支援するため、生活再建に向けた支援窓口として、様々な困りごと

に対応し、問題解決につなげる支援、一人一人に寄り添った支援を進めてまいりた

いと思っております。以上でございます。 

○議長（中竹耕一郎君） ７番、立道徹君。 

○７番（立道 徹君） これも仮設住宅のことですけど、入居者はですね、高齢者の方

も多く、身体の衰えや病気など健康の不安が心配だと思います。健康づくりや支え

合い、定期的な健診などの実施についてはどうされているのか、伺いたいと思いま

す。 

○議長（中竹耕一郎君） 迫田健康福祉課長。 

○健康福祉課長（迫田教文君） それではお答えいたします。仮設団地の入居者の方に

おきましては、生活機能の低下、孤立といった活動性が低下しないよう、みんなの

家を拠点とした様々な事業を行っております。地域包括支援センターを中心に介護

予防拠点事業、みんなの家サロンを９月１０日から週２回実施しております。主に

１００歳体操を行い、タブレット等を活用した脳トレも行っております。サロン等

の参加につきましては、平均７名程度の参加となっております。 

 熊本県復興リハビリセンターからの専門職の派遣もあり、１１月３０日から作業

療法士による月１回の介入、そして口腔ケアとして、歯科医師会及び薬剤師による

月１回の相談会、心の健康に関する相談、出前講座等を実施予定であります。 

 また、新たな出掛ける場所、情報交換ができる場として、認知症カフェのみんな

の家を活用して、月１回行っております。黎明館からの参加もあり、心と身体の健

康とお茶を囲みながら賑やかに実施しております。今後も安心した日常生活を支え

るため、地域支え合いセンター及び包括支援センターを中心に見守りや生活支援、

地域交流、健康づくりやサロン活動等の実施を行ってまいりたいと思っておりま

す。以上でございます。 
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○議長（中竹耕一郎君） ７番、立道徹君。 

○７番（立道 徹君） いろんな地域からですね、仮設住宅に入居されて、いろいろ若

い方もいらっしゃるし高齢者の方もいらっしゃるし、うまく和合ができているかと

思って心配なところもあります。それぞれ行政の方も大変でしょうけど、そのへん

のですね、見守りのほうもよろしくお願いしたいと思います。 

 続いて次の質問に入りたいと思います。復興に向けての動きについてでございま

す。まず県道・村道の災害、応急工事ですね、ほとんど完了しておりますが、本復

旧工事はいつごろになるか村民の方もですね、大変不安であると思います。先般の

座談会あたりでもそういう声がありました。 

 そこで県道坂本人吉線、また万江川河川掘削、これは県の発注工事ですけど、県

へもお尋ねされたと思いますが、わかる範囲でいいですから、こちらはお答えお願

いしたいと思います。また、村道ですね、農地災害、家屋の解体はそれぞれいつご

ろになるか伺います。 

○議長（中竹耕一郎君） 清永建設課長。 

○建設課長（清永弘文君） それではお答えいたします。今回の豪雨災害により、村内

では道路や河川など公共土木施設災害が多数発生しております。県が管理する道路

河川におきましては、県道２路線、河川が３河川、砂防施設が５カ所で被害額が約

１９億円となります。現在応急工事が終わり、国の災害査定を受検しながら、本復

旧に向けて準備を進めているとの回答でございました。県道坂本人吉線並びに万江

川の復旧には長期間を要することから、緊急性などを考慮し、県と村で調整しなが

ら復旧工事を進める予定との回答でございます。 

 なお、万江川の堆積土砂の掘削につきましては、吐合地区の掘削が１０月に完了

しております。現在進めている淡島地区と下の段地区の掘削につきましては、令和

３年３月に工事が完了する予定との回答です。 

 次に、村が管理する道路、河川等の被災状況は、村道が２２路線、河川が２河

川、橋梁が５橋で被害額が約３０億円となります。こちらも応急工事が完了し、現

在国の災害査定を受検しております。なお、１１月から本復旧工事にも着手しはじ

めたところです。全ての工事が完了するまでは長期間になることが想定されること

から、他の工事や県工事と調整を図りながら、早期復旧に向けて取り組んでまいり

ます。以上でございます。 

○議長（中竹耕一郎君） 新山産業振興課長。 

○産業振興課長（新山孝博君） それではお答えいたします。国庫補助の農地農業用施

設災害復旧につきましては、被災農地が１７カ所、農業施設が１６カ所において、

事業費を決める国の災害査定を１１月４日から今週末、第１３次査定といいますけ
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れども、受検の業務を現在行っているところでございます。 

 農地農業用施設災害復旧事業は、公共土木施設災害復旧事業、それから林道施設

災害復旧事業とは違いまして、実際査定をですね、受けた後、さらに国庫補助の

増、ヒアリングをですね、今の予定では１２月中に受ける必要がございまして、そ

れが終えて一応査定業務が終わるようになっております。その後、年明けぐらいか

ら本設計業務委託を開始いたしまして、早期復旧を望まれている水田が多いことか

ら、できるだけ早く業務を進めていきたいと計画しておりますけれども、復旧の本

工事入札、工事着工が２月、３月ごろになりまして、随時工事入札等を行っていき

たいというふうに現在思っているところでございます。 

 また、被災工事費が４０万円未満の小規模災害復旧補助金事業や多面的機能支払

交付金事業での災害復旧工事などはですね、８月より既に着工中や竣工している箇

所も数多くありますので、随時復旧作業が進んでいる状況ということで思っている

ところでございます。 

○議長（中竹耕一郎君） 迫田健康福祉課長。 

○健康福祉課長（迫田教文君） それでは家屋の解体、公費解体についてお答えいたし

ます。 

 公費解体制度につきましては、令和２年７月豪雨災害により、損壊した被災家屋

等について生活安全上の支障の除去と２次災害の防止を図るため、所有者の申請に

より、所有者に代わって山江村が災害廃棄物として解体と撤去をする制度でござい

ます。主な対象要件といたしましては、罹災証明書で半壊以上の認定を受けた家屋

となっております。 

 ９月４日より健康福祉課で相談受け付けを行っております。書類等に不備はない

か確認を行い、現在４件申請受け付けを行っております。そのうち申請されました

淡島地区の２件におきましては、１２月３日に入札を行い、１２月７日より着工と

なっております。残り２件につきましては、１２月末に入札予定であります。今後

も一人一人相談に応じて寄り添い、早期の生活再建を実現できるよう支援していき

たいと思っております。公費解体につきましては、年度末完了に向けて業務を進め

てまいりたいと思っております。以上でございます。 

○議長（中竹耕一郎君） ７番、立道徹君。 

○７番（立道 徹君） 各課長からお答えしていただきましたけど、はっきりした期日

なんかは、予想というか計画、例えば、来年２月からの発注予定とか、そういうの

はわかりませんか。 

○議長（中竹耕一郎君） 清永建設課長。 

○建設課長（清永弘文君） それではお答えいたします。 
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 今現在、災害査定受検が終わったものに関しましては、実施設計のほうに移って

おります。そちらの実施設計が終わりましたら隋時工事を発注する予定でございま

すので、今現在まだ見通しは立っていないところでございます。以上でございま

す。 

○議長（中竹耕一郎君） ７番、立道徹君。 

○７番（立道 徹君） 吐合、宇那川のですね、河川土砂掘削撤去は、先般工事をやら

れましたけど、今後の予定なんかはいかがでしょうか。 

○議長（中竹耕一郎君） 清永建設課長。 

○建設課長（清永弘文君） それではお答えいたします。吐合地区の土砂撤去につきま

しては、村管理部分につきましては応急工事ということで、土砂撤去１万９,００

０立米搬出したところですが、残り約２万３,０００立米ほど残っております。こ

ちらにつきましては、今現在、災害査定の受検の準備をしておりますので、そちら

で査定決定後にですね、発注のほうの準備を進めたいと思っております。以上でご

ざいます。 

○議長（中竹耕一郎君） ７番、立道徹君。 

○７番（立道 徹君） 農地災害関連、これは県の護岸工事関係が終わってからの工事

になるんじゃないかなと思うんですけど、そのへんはいかがでしょうか。 

○議長（中竹耕一郎君） 新山産業振興課長。 

○産業振興課長（新山孝博君） それではお答えいたします。今、議員が申されました

とおりですね、河川等の関係、また護岸の関係がございますので、農地債だけので

すね、災害復旧工事のほうは入れないと思っております。ですので、まず県のほう

のですね、護岸、また河川の工事が終わりましてから水路等のですね、復旧に入っ

ていくというふうに思っておりますので、県と協議しながらですね、今後進めてい

きたいというふうに思っております。 

○議長（中竹耕一郎君） ７番、立道徹君。 

○７番（立道 徹君） 今ですね、お答えしていただきました工事予定、また計画など

ですね、ケーブルテレビやですね、一応広報等でお知らせすることも大変必要だと

思いますので、そのような考えはあるかないか伺いたいと思います。 

○議長（中竹耕一郎君） 平山企画調整課長。 

○企画調整課長（平山辰也君） 復興の模様の村民の方々に対するお知らせということ

でございます。豪雨災害につきましては、今後どのような復興の仕方、及び今後の

予定など、村民の方々に情報を提供しまして、行政と村民の方々それぞれ共有しな

がら復興を目指していくということが、非常に重要であると深く認識しているとこ

ろでございます。 
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 山江村災害検証及び復興計画策定委員会で現場検証を行いまして、また先日、山

田地区と万江地区で復旧・復興に向けた地域懇談会を開催をいたしまして、村民の

方々から様々な意見をお伺いをしたところでございます。今後その村民の方々から

いただいた意見をですね、取りまとめまして、復興計画に位置づけていきたいとい

うふうに思っておりまして、復興計画策定までの模様はですね、ケーブルテレビ等

で村民の方々にお知らせをしていきたいと思っております。 

 また、ハード面ばかりではなくてですね、ソフト面も非常に重要に今後なってく

るというふうに思っておりますので、工事の予定の計画、今後の行程ばかりではな

くてですね、今後も様々な復興に対します情報を各課とも連携しながら、ケーブル

テレビとか広報等でも随時お知らせをしていきたいというふうに深く思っていると

ころでございます。 

○議長（中竹耕一郎君） ７番、立道徹君。 

○７番（立道 徹君） 村民のですね、不安や心配を取り除くことも行政の役割だと思

いますので、情報の発信もよろしくお願いしたいと思います。 

 そしてまた、これからですね、やっぱり各課の課長さん、また職員の皆さんは、

災害査定とかいろいろ大変でございますけど、一刻もですね、早く村民が安心され

ますよう頑張ってもらいたいと思います。 

 以上で質問を終わりたいと思います。 

○議長（中竹耕一郎君） お諮りします。ここで暫時休憩をしたいと思いますが、ご異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中竹耕一郎君） 異議なしと認めます。再開時刻を１１時１５分といたしま

す。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時０６分 

再開 午前１１時１４分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（中竹耕一郎君） 休憩前に引き続き、再開をいたします。 

 次に、１番、本田りか議員より、１．万江川の安全対策について、２．万江地区

の避難所対策についての通告が出ております。 

 本田りか議員の質問を許します。１番、本田りかさん。 

 

本田りかさんの一般質問 
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○１番（本田りかさん） １番議員、本田りかです。通告文に従い、１．万江川の安全

対策について、２．万江地区の避難所建設についての２つの質問をいたします。 

 まず１番、万江川の安全対策についてですが、万江川、山田川の源流域から下流

まで、河川整備計画や広大な山林の手入れなど、鎮山親水の理念で山江村全体の幅

広い復興計画が必要ですが、今回は万江、小森地区から下流の創造的復興について

質問し、執行部の答弁を求めます。 

 まず、小森地区県道滝下神園橋上流、城内団地横集落排水万江クリーンセンター

下流の堤防については、今回の大水害で一部の堤防が流出し、越水、水田、家屋へ

の土砂、材木の流入が発生しました。既に測量なども着手されていると思います

が、災害の調査と復旧における現在の進捗状況及び今後の復興計画についてお伺い

します。 

 また、下の段橋上流の堤防がないところや堤防が低いところの計画はどのように

なっているのでしょうか。お伺いします。 

○議長（中竹耕一郎君） 清永建設課長。 

○建設課長（清永弘文君） それではお答えいたします。熊本県に確認しましたとこ

ろ、小森地区から人吉市との境までの区間に５カ所被災しているとの報告です。１

２月までに災害査定を完了し、背後地が住宅地など緊急性の高いところから順次工

事に着手する予定とのご回答でございました。 

 なお、下の段橋上流の堤防に関しましては、引き続き県へ要望を行ってまいりま

す。以上でございます。 

○議長（中竹耕一郎君） １番、本田りかさん。 

○１番（本田りかさん） ５カ所被災していると言われましたが、その５カ所とはどこ

でしょうか。 

○議長（中竹耕一郎君） 清永建設課長。 

○建設課長（清永弘文君） それではお答えいたします。県から情報提供いただきまし

た地図によりますと、詳しい字名は載っておりませんが、小森地区で２カ所、神園

地区で１カ所、これは神園橋上流でございます。城内地区、城内団地が１カ所、下

の段地区、人吉との境のところで１カ所の計５カ所のようでございます。以上でご

ざいます。 

○議長（中竹耕一郎君） １番、本田りかさん。 

○１番（本田りかさん） それはいつごろ着手し、どこから始めて、全体が終わるのは

いつでしょうか。 

○議長（中竹耕一郎君） 清永建設課長。 

○建設課長（清永弘文君） それではお答えいたします。こちらは県工事となりますの
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で、村のほうではわかりかねますが、一応確認しましたところ、着手する時期、工

事箇所につきましては、現在、県と村で調整を行いますということです。また、終

了時期につきましては、全体の復旧に長期間を要することが見込まれることから、

県や村で調整を行いつつ、村としても早期復旧に向けて要望を行っていきたいと思

っております。以上でございます。 

○議長（中竹耕一郎君） １番、本田りかさん。 

○１番（本田りかさん） 続きまして、万江阿蘇神社下流右岸と下の段橋下流の右岸に

は、河川内の内側に向いているブロック積みの河川内堤防があります。素人的な考

えですが、これは堤防に沿ってつくるべきだったのではないか。川幅が狭くなって

つくられているように感じますが、このことについて県への改良の要望などできな

いのでしょうか、お伺いします。 

○議長（中竹耕一郎君） 清永建設課長。 

○建設課長（清永弘文君） それではお答えいたします。堤防の構造物を施工した時期

につきましては、詳細はわかりませんが、施工当初も基本的には河道を阻害しない

ような計画であり、河道は確保されていたものと思います。今回ですね、河道を阻

害しているようであれば、そういったところも含めて県に要望したいと思っており

ます。以上でございます。 

○議長（中竹耕一郎君） １番、本田りかさん。 

○１番（本田りかさん） 続きまして、河川内における土砂の撤去及び河川掘削をお聞

きしようと思いましたが、こちらは先ほど立道議員並びに横谷議員の説明がござい

ましたので、割愛させていただきます。 

 河川内に万江阿蘇神社下流から人吉市との境までの河川内に生えている樹木や竹

の除去については、どのようにされる計画でしょうか。 

○議長（中竹耕一郎君） 清永建設課長。 

○建設課長（清永弘文君） それではお答えいたします。万江川の河川内に樹木や竹の

除去の計画につきましては、熊本県に確認しましたところ、河道断面を阻害してい

る状況であれば、村と調整を図りながら伐採を計画したいとの回答でございまし

た。以上でございます。 

○議長（中竹耕一郎君） 村長。 

○村長（内山慶治君） 私のほうから万江川の安全対策ということでありますが、補足

してお答えしたいと思います。 

 発災以来５カ月が経ちました。要はですね、来年の出水期に同じようなことを起

こさないようにしてくれというような要望を主に県と国にはいたしております。従

いまして、危ない箇所について、もちろん土砂の撤去が一番急ぐわけですけども、
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については優先的に事業を実施するというようなことを要望しています。特に越水

をしている箇所もありましたので、そのような箇所については特に注意を払うよう

にといいますか、急ぐように申しておるところであります。 

 なお、竹の伐採ということですけれども、実は山田川の検証をしたときにです

ね、竹が生えている護岸があったということでありまして、その折に地域の方々が

ですね、聞かれたのは、「竹は伐採したがよかんな、そんまま残したがよかんな」

というような話をされたのを覚えております。その折に振興局長、これは土木の技

術者が今、局長でありますけれども、が答えるには、竹があったほうが護岸を守れ

る場合もあると。だからその付近は慎重に治水的にですね、どういう影響があるか

を調べて、伐採するなら伐採するというような方法をとりますというようなことで

ありましたので、要するに竹はすべて伐採したがよいとは限らないというようなこ

とが治水的に考えられます。それも含めて、しっかり検討しながら対応したいと思

っているところであります。 

○議長（中竹耕一郎君） １番、本田りかさん。 

○１番（本田りかさん） 令和２年一般会計当初予算には、土木費県委託金４５万円、

一般財源５５万円、計１００万円で護岸雑草処理委託料が計上されております。緊

急性の高いところからされるというお話でしたが、もっと集中的に予算を投入し

て、河川内の障害物を除去したりできるように県への要望をよろしくお願いしま

す。 

 続きまして、２番目に入ります。万江地区の避難所建設について質問いたしま

す。前回、山江温泉ほたるの避難所についての質問に対して、再調査を行い、指定

避難所については検討すると回答されましたが、その後どのような調査、検討をさ

れたのでしょうか。また、山江村自然休養村管理センターは、平成２９年３月の公

共施設健全度調査によりますとＡランクとなっておりましたが、７月４日の豪雨に

よる大規模な雨漏りが発生し、天井が落ち、カビが大量に発生して体育館以外は使

用できないようですが、今後指定避難所も兼ねた改修や建て替えなどを検討されて

はいかがでしょうか。お伺いします。 

○議長（中竹耕一郎君） 白川総務課長。 

○総務課長（白川俊博君） それではお答えいたします。村内の避難所については、緊

急時の地域の公民館など緊急避難場所と、それから多くの収容人数が可能な指定緊

急避難所を指定しております。今回の豪雨によりまして大きな被害を受けました万

江地域の指定緊急避難所となっている施設は、県が指定している土砂災害警戒区域

及び特別警戒区域、いわゆるイエローゾーン、レッドゾーンの区域に指定されてい

ない温泉ほたるのみが選定となっているところでございます。 
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 今回その温泉ほたるも、山からの渓流が異常な水量によりまして施設も被害を受

けまして、さらに県道含めた進入路も異常な雨量と水路の冠水によりまして通行不

能となり、避難所への通路が閉鎖された状態になったものでございます。再調査と

いうことでございますけれども、具体的な調査は行っておりませんが、今回の被害

の検証結果によりまして、温泉ほたるについては、万江地域の警戒区域に指定され

ていない唯一の公共施設指定避難所としておりましたが、今回の状況を踏まえまし

て、指定避難所から除外するように検討をしているところでございます。 

 また、自然休養村管理センターにおきましては、県が指定する土砂警戒区域及び

特別警戒区域、ここの地区はイエローゾーンの区域に指定されておりますので、指

定避難所としては、土砂災害に対しての危険度のリスクがありまして、避難所とし

ての指定は考えていないところでございます。 

 また、同センターの利活用ということでございますけれども、現在雨漏り等もあ

り、老朽化が進みまして、一般利用者への使用を制限し、修繕等で対応を考えてお

りますけれども、大規模な修繕、それから建て替えになりますと相当な経費がかか

ります。補助事業などの有利な財源を模索しております。今後の利活用について

は、検討してまいりたいと思っているところでございます。いずれにしましても万

江地域内においては指定避難所がないことから、安全な高台に避難所の建設も考え

ていかなければなりませんけれども、一時的な緊急避難所として公共施設や公民館

を利用するとか、さらに今回、豪雨災害でも利用された地区もありまして、安全な

民間の家屋等の利用なども地域で話し合い、避難についての共有をしていただけれ

ばと思っているところでございます。 

 今後も毎年のように梅雨時期や台風シーズンなど大雨が予想されます。避難も想

定されますけれども、その災害に備え各地区の自主防災組織、さらに各家族で大雨

に対するタイムラインや避難所への避難経路など、各人が様々な情報を収集、共有

されまして、それぞれの方が判断材料となる、明るい時間帯での早めの避難準備と

避難開始をとっていただき、自分たちの命は家族や地域で守る行動をとっていただ

きたいと思っているところでございます。 

○議長（中竹耕一郎君） １番、本田りかさん。 

○１番（本田りかさん） 自分の命は自分で守るというのは大前提であります。その自

然休養村管理センターですが、現在、万江小学校の体育館としても使用されている

ということですが、今後の計画とかはございませんか。その小学校の体育館でした

りとか。 

○議長（中竹耕一郎君） 平山企画調整課長。 

○企画調整課長（平山辰也君） 自然休養村管理センターのことでございます。昭和５
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５、６年だったと思いますけど、それに建設された補助事業をですね、活用しまし

て建設された施設であります。今回の豪雨でですね、天井が落ちているということ

でありまして、今は使用禁止といたしております。体育館のほうもですね、壁がち

ょっと剥がれて、ステージ側にちょっとカビもありますけれども、教育委員会と学

校と見ていただきましてですね、万全の対策を図ってもらって使用をしていただい

ているということであります。 

 今後建て替える、それから壊す、いろいろ考えられますけれども、先ほど総務課

長も申し上げましたとおり、補助事業とかがですね、なかなか見つからないといい

ますか、今ちょっと模索しているところでありまして、今後ですね、どういうふう

な方向で管理センターを維持していくのか、どうするのかということもですね、今

後協議をする一つの課題というふうに思っておりますので、ご理解をお願いしたい

と思います。 

○議長（中竹耕一郎君） １番、本田りかさん。 

○１番（本田りかさん） 指定避難所も補助金などありましたらいいんですけど、今回

の補正予算により、本年度山江村一般会計の総額は約８３億円となっております。

このうち災害復旧費国庫補助金は、今回の増額５億７,０００万円を追加して２７

億円です。加えて災害復旧費債１４億円を加えれば、４１億円以上が災害復旧関連

予算です。この災害復旧予算をぜひ未来の子どもや孫たちから感謝されるような使

い方をされ、山江村の地域づくりに役立ててくださることを信じて私の一般質問を

終わります。 

○議長（中竹耕一郎君） お諮りします。ここで暫時休憩をしたいと思いますが、ご異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中竹耕一郎君） 異議なしと認めます。再開時刻を午後１時といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時３３分 

再開 午後 ０時５８分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（中竹耕一郎君） 休憩前に引き続き、再開をいたします。 

 次に、８番、西孝恒議員より、令和２年７月豪雨被害状況の懇談会資料から、

１．農業用施設被害について、２．ＩＣＴ教育について通告が出ております。 

 西孝恒議員の質問を許します。８番、西孝恒君。 

 

西 孝恒君の一般質問 
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○８番（西 孝恒君） ８番議員、西です。議長より質問の許可をいただきましたの

で、通告に従いまして一般質問をいたします。よろしくお願いします。 

 本日の質問内容は、ただいま議長からありましたように、令和２年７月豪雨被害

状況から農業用施設被害、ここで言います農業用施設とは、こちらの資料にありま

す水路、農道や農業用の施設、堰や水路の農道のことであります。 

 もう一つは、コロナ禍の中でのＩＣＴ教育についての２点であります。 

 まず７月豪雨被害の状況につきましては、災害発生からちょうど５カ月ぐらい経

っていますので、この資料にもありますように、これまでにも応急的復旧が行われ

ながら、執行部では被害の状況把握、インフラの整備、被災者への様々な支援、例

えば、仮設住宅や被災家屋等の公費解体、応急的な修理、生業再建補助金、ボラン

ティア活動などですね、支援事業も進んでいるようです。 

 また、そのような災害検証や復興計画策定については、山江村災害検証及び復興

計画策定委員会において進められているところですが、その中で、こちらの資料、

この５ページにもあります。田畑も１５０カ所くらい被害があっているようです

が、特に水田に必要な堰や水路が被害に遭っている箇所は、単独ではそれぞれ数字

が出ているわけですが、水田の状況により水田がそのまま使えるところは、堰や水

路の改修を急ぐところもあると思いますので、そのような箇所の状況と復旧計画な

ど、進捗状況についてお願いします。 

○議長（中竹耕一郎君） 新山産業振興課長。 

○産業振興課長（新山孝博君） それではお答えいたします。被害の状況等につきまし

ては、９月の一般質問でもお答えさせていただいておりますので、復旧に要する箇

所と進捗状況についてお答えさせていただきます。また、先ほど立道議員の答弁の

折にもですね、答えましたものにつきましては、重なるところは答弁を控えさせて

いただきたいというふうに思います。 

 まず、現在の進捗状況ですが、国の災害復旧事業で工事を行うための災害査定を

受験中でございます。お尋ねの水田に必要な堰や水路等の被害箇所と進捗状況であ

りますが、大規模な被害箇所で申しますと、万江地区の約２０ヘクタールの水田の

うち、万江淡島の濁毛、下の段の榎木町の水田など、約１５ヘクタールへの土砂流

入被害、淡島堰や前田堰の水路流出があります。この堰は万江川河川内の護岸に沿

って設置されておりましたので、県道護岸等の崩壊とともに被災をし、水路が流失

しております。 

 まずは、水田の復旧から早急に進める方針であります。特に被災された農家の方

が、来期の水稲作付けがどうなのかという声がですね、大きいことから、水田の復
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旧をできる限り行っていくこととし、単年度で終わらない箇所等は、年次計画を立

てながら進めていきたいというふうに考えております。以上でございます。 

○議長（中竹耕一郎君） ８番、西孝恒君。 

○８番（西 孝恒君） 万江地区の約２０へタールの水田のうち１５ヘクタールが土砂

流入があるということですが、また堰や水路の流失もある中で、ご答弁では水田の

復旧工事から早急にですね、進めるということですので、広範囲な面積ですがぜひ

そのようにお願いしたいところです。 

 次に、水田に必要な堰や水路ですが、こちらの資料にあります頭首工、堰１０カ

所、水路３０カ所、農道１０カ所のですね、被害の概要と、質問通告では河川との

関係としていますが、河川は県の管轄ということで、県との関係でもありますので

難しい状況ではあると思います。場所によっては堰や水路を新たにつくる必要もあ

ると思いますが、水路の取水口はどうしても河川を掘削しなければなりませんし、

そのような要改修、要復旧箇所の堰も多いようですから、県への要望も大変な中で

すが、堰や水路の復旧プランについては、どのようにお考えでしょうか、お伺いし

ます。 

○議長（中竹耕一郎君） 新山産業振興課長。 

○産業振興課長（新山孝博君） それではお答えいたします。頭首工、堰等の被害の主

なものは、土砂堆積による取水不能、水路の被害では、土砂堆積及び水路損壊、農

道の被害は村管理農道の被災はありませんが、農作業等の崩壊による農道の破損や

法面崩壊が発生しております。 

 被害箇所の復旧につきましては、国の災害復旧事業及び多面的機能支払交付金、

小規模災害復旧補助金を活用しながら、行政、団体、個人といった復旧への取り組

みを進めていきたいというふうに思っております。 

 お尋ねの水路等の復旧工事の進捗ですが、査定は終了していますものの復旧工事

を進めるには、まず被災箇所、被災原因の県道及び河川護岸復旧の県事業が終わら

ないと堰等の復旧工事に入れないものもあり、道路復旧、河川復旧、農業施設復旧

といった順に別々に復旧作業を進めていくことになると思います。このようなこと

から、復旧箇所が河川との関係がある堰等の復旧については、県との協議が必要で

あり、県事業の計画にあわせて進めていくため、復旧までに複数年かかる可能性が

ございます。 

 復旧プランについては、先ほど申しましたように全被害箇所を単年度で復旧する

のは難しく、複数年の復旧になると思われますが、できるだけ早く計画的に復旧し

ていきたいと考えています。水路復旧に時間を要する箇所等は、必要に応じて水路

にかわる取水ポンプ等の仮対応で水の手当てを検討するなど、今後堰係の方々とも
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ですね、話を進めていきたいと考えております。 

○議長（中竹耕一郎君） ８番、西孝恒君。 

○８番（西 孝恒君） 今、ご答弁のようにですね、堰や水路の復旧については、河川

や県との関係がある中ですけれども、水路も大規模な損壊というところもあります

から、復旧は複数年になるということで、その間ですね、水路に代わるポンプの代

用とかの検討とかということですから、村としてのですね、進んでの対応は感じま

した。 

 また万江地区はですね、集落営農も始まっていますが、水害によりまして耕作で

きる面積も少なく、堰や水路も壊れていますので、部分的ですけれども、今年はそ

の用水をですね、神園薬師谷ですね、現在砂防堰堤のことで話があっていますけれ

ども、その神園薬師谷の水を水田に活用されて、何とか今年はその部分については

ですね、できたようであります。そのような応急的用水の引き方も含めてですね、

引き続きよろしくお願いしたいところであります。 

 以上で農業用施設被害についての質問は終わります。 

 次に、２番目の質問です。ＩＣＴ教育についてとしていますが、本村山江村では

ＩＣＴのその特性から、これまでにない可能性などに着目されまして、教育への進

んだ活用にいち早く取り組んでこられています。本村のＩＣＴ機器導入は、平成２

３年度に電子黒板３台からスタートと聞いていますが、その後、山江村教育情報化

推進体制を構築されまして、当時の校長先生がＣＩＯとしてリーダーシップを発揮

されました結果、年々学力の向上がみられ、平成２６年、平成２７年度には、全国

学力学習状況調査において、全国平均を大きく上回る成績となりまして、２０１８

年には、日本ＩＣＴ教育アワードにおいて、総務大臣賞の受賞などその功績は私た

ちにも伝えられまして、全国の先進地となっていますことは山江村の誇りでありま

す。これはもちろん児童・生徒さんも頑張られていますが、先生方のよきご指導も

すばらしいことであります。 

 ところで、本村のＩＣＴ教育の１０年構想ですが、平成２３年からそろそろ１０

年になるのかなと思いますが、そのような時期にきまして、今年は全世界で新型コ

ロナ禍という災いが流行しまして、様々な行事や集会も中止になり、３密を避ける

ことが原則のルールで、マスクや手洗い、消毒も日常生活の常識のようになりまし

た。 

 学校においても例外なく休校となったりもしました。そこで、そのようなときこ

そＩＣＴ教育が注目され、全国的に急速に広まりまして、一斉に設備も投入されて

いるようです。しかし、本村のようにこれまでに十分活用されているところばかり

ではありませんので、設備は整ってもそれを生かしきるには時間がかかるところも
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あるなどですね、各自治体の対応によっては、学力に差が出ることもあると言われ

ているようです。 

 コロナ禍によって遠隔授業やオンライン授業などですね、新たなＩＣＴ教育の分

野が広がるようですので、そのような今後に向けての準備も進んでいることとは思

いますが、まず現在のですね、ＩＣＴ教育のハード面の設備についてと、そして、

特に小学校低学年へ向けての対応がされていますことがありましたらお願いしま

す。 

 最後に、コロナ禍の中で今後に向けての課題や、さらなる展望について、以上の

３点についてお伺いします。 

○議長（中竹耕一郎君） 藤本教育長。 

○教育長（藤本誠一君） それでは今、ご質問がございました３点についてお答えした

いと思います。 

 まず、ＩＣＴ教育のハード整備でございますけれども、ＩＣＴ教育のハード整備

につきましては、議員の申されたとおり、平成２３年度より本村では先生方の指導

のニーズに応じて、段階的に整備を進めて学力の向上を図ってきたとろでございま

す。 

 そんな中、昨年、内閣官房及び総務省、文科省、経産省の３省がですね、連携を

いたしまして、令和時代のスタンダードとして学校ＩＣＴ環境を整備する、いわゆ

るＧＩＧＡスクール構想が打ち出されました。そして本年度より予算化され整備が

進んでいる状況でございます。 

 本村におきましては、ＧＩＧＡスクール構想にいち早く取り組みまして、各学校

に高速大容量の通信ネットワークの整備を一応８月にはですね、終了しておりま

す。また、タブレットパソコンにつきましてもまず１３１台をですね、整備をいた

しました。さらに今回の１２月議会におきまして、残り１６０台分を予算として計

上させているところでございます。 

 ２点目の低学年のオンライン授業でございますけれども、本村における情報活用

能力の育成につきましては、低学年の目標をですね、コンピューターの起動や終

了、それからコンピューターの取り扱い方及びカメラ機能の基本操作の修得という

ことでしております。 

 今回のコロナ禍におけるオンライン授業の際、低学年は入学したばかり、あるい

は２年生は進級ばかりでですね、十分な操作技能が身についておらず、低学年にお

きましては、プリント学習を主として自宅で学習を行ったところでございます。し

かしその後、先生方の指導によりまして、低学年の操作能力もですね、非常に向上

しております。プログラミング等の授業もこの前見てまいりましたけれども、非常
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にスムーズに低学年でもですね、行われている状況でございます。 

 今後オンライン授業になった場合を想定しますと、家庭に持ち帰ってのＷｉ-Ｆ

ｉを活用する際の接続方法、それから先生とのパソコン上での学習方法等をしっか

り身につけさせまして、低学年にできるオンライン学習のあり方ですね、このあた

りをしっかりと研究してまいりたいと考えております。 

 それから、最後の課題と展望でございますけれども、新型コロナウイルスの感染

拡大によりまして、今年３月から学校では臨時休業となったわけでございます。そ

の間の子どもたちの学びを補償するため、いち早くＩＣＴを活用したオンライン学

習に取り組みました。双方向通信の良さを生かした授業実践を行ったところでござ

います。 

 また、新型コロナウイルス感染拡大による休校当初より危惧されておりました教

育課程の遅れも、オンライン学習によりまして、現在は通常の進路に戻りまして、

一人一人の学力の充実に向けた取り組みを行っているところでございます。 

 今回のオンライン学習での課題といたしましては、オンライン授業の際の全家庭

のですね、Ｗｉ-Ｆｉ環境の整備、それから、家庭における子どもたちの情報モラ

ルをきちんと構築していくことが重要であると考えております。情報化がますます

加速しておりますので、さらなる情報モラル教育の推進を積極的に行ってまいりた

いと考えているところでございます。 

 今後はこの恵まれましたですね、ＩＣＴ教育環境をフル活用いたしまして、オン

ライン学習はもちろんタブレットパソコンを持ち帰って、子どもたちが主体的に取

り組む家庭学習の習慣化、さらには遠隔学習によりまして、村内あるいは村外、あ

るいは外国の学校との交流学習等を行いながら、誰一人の子どもを取り残すことな

く、子どもたち一人一人に公正に個別最適化された学びをですね、しっかりと保障

していきたいなと考えているところでございます。 

 新型コロナウイルス感染拡大が続いておりますけれども、今後コロナ禍での子ど

もたちの学びを止めない取り組みを含めまして、これまでの１０年間で取り組んで

きた本村のＩＣＴ教育のエビデンスを、１年延期にはなりましたけれども来年度開

催を予定しておりますＩＣＴ教育全国サミットにおきまして、広く公開していきた

いと考えているところでございます。以上でございます。 

○議長（中竹耕一郎君） ８番、西孝恒君。 

○８番（西 孝恒君） 今、ご答弁いただきましたが、私もですね、ＩＣＴ設備につき

ましては、ちょっと見てみたんですが、実はこちらの資料は平成２９年度のときで

したので、この時点でですね、タブレット端末のパソコン、小学校の１年生から中

学３年生までですね、１人１台ということで、ほかにも電子黒板や全教室のです
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ね、体育館などにも設備がなされていたようです。これ平成２９年の時点で、この

ように１人１台ということでですね、さらにこのオンラインのためには、やっぱり

全部持ち帰る体制が整っていなければなかなかできないと思うんですけれども、一

応そのときに既になされていたようでありました。今、ご答弁ではさらなるです

ね、対応がですね、今なされているようです。低学年にも十分なですね、対応がさ

れているように思いました。 

 今後の課題展望ということで１０年のですね、これまでの１０年からさらなるで

すね、コロナ禍とかになりまして、このＩＣＴの特性がですね、そういったオンラ

イン、遠隔授業に向いているということもあります。それで非常にそこがですね、

今後、あるいは災害とかにおいても授業を止めないということができるのかなあと

思います。 

 私、今ちょっと質問の通告は２週間ほど前だったと思うんですけれども、１１月

２５日ですかね、４日ぐらい前にですね、家庭に回覧板によりまして、広報やまえ

がですね、回ってきました。広報やまえを見てみましたら、ちょうどそこのです

ね、６ページのところにですね、本村のＩＣＴ教育についてありました。そこのと

ころをちょっと見よって、ＩＣＴ教育１０年目を迎えた今年、さらにＩＣＴ教育環

境の強化により、多様な学習が展開できるように教育環境を整えているということ

で、今回は文科省が掲げるＧＩＧＡスクールの構想というのに対応してということ

もあるようですけれども、そのようなことで全児童・生徒を対象としたオンライン

授業はもちろん、遠隔学習、そして教職員のリモート研修も可能となるということ

であるようです。 

 これからも子どもたちが安心して平等に学習できる環境づくりに推進していくと

いうことでですね、そのようなことで、なかなか費用もかかりはしますけれども、

それをですね、十分に活用されまして、本当にぬかりない対応で、やはりＩＣＴ教

育の先進地であるようです。 

 通告しました質問は以上ですので、これで私の一般質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長（中竹耕一郎君） 次に、４番、赤坂修議員より、１．コロナ禍生活支援につい

て、２．納税組合についての通告が出ております。 

 赤坂修議員の質問を許します。４番、赤坂修君。 

 ここで申し上げます。質問の論点はまとめて質問していただくようによろしくお

願いします。 

 

赤坂 修君の一般質問 
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○４番（赤坂 修君） ４番議員、赤坂でございます。議長より発言の許しがありまし

たので、一般質問をいたします。 

 最初に７月豪雨災害について、早期の復旧を望むところであります。今回の一般

質問については、１点目としてコロナ禍生活支援についてということで通告してお

りますが、国の第３次補正予算については、令和３年１月に招集される通常国会に

提出され、村長の諸般の報告の中でも話されたように、１兆５,０００億円の第３

次新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金が予算計上されているという

ことであります。 

 そこを前提として質問いたします。第１次、第２次地方創生臨時交付金２億２,

６３０万円については、第１次交付金では指定避難所生活環境整備９００万円など

の予防対策として９事業、農林業経営継続支援３００万円、中小企業等事業継続支

援６００万円など、経済対策５事業、生活支援対策といたしましては、水道使用料

支援７８０万円、未来の担い手支援３５万円、臨時休校対策食費支援３６３万円の

３事業が実施され、２次では予防対策１２事業、経済対策９事業、生活支援として

は、雇用継続申請費用支援１００万円、中小企業等事業家賃支援２４０万円など２

事業が実施されておりますが、全体的に見て生活支援対策が少ないのではないかと

感じております。 

 ということで、３次の生活支援対策として、ぜひ実施検討していただきたい４項

目についてお伺いをいたします。 

 まず１項目として、第２次対策として実施されます地域振興券発行事業、山江く

らし応援券３,６６０万円につきましては、経済支援対策として区分されておりま

すが、地域振興を兼ねた生活支援だと考えておりますが、赤ちゃんからお年寄りま

で１人１万円支給される応援券は、山江村商工会加入の２９事業所でしか利用でき

ないとなっております。子どもさんをお持ちの方は子どもに必要なものを購入した

い、お年寄りの方はそれぞれ自分の必要なものを購入したいと思っておられるので

はないかと私は思っております。７月豪雨で甚大な被害がでた人吉球磨管内の復興

を兼ねて、人吉球磨管内で使用できる第３次の応援券の発行はできないものかお伺

いをいたします。 

○議長（中竹耕一郎君） 平山企画調整課長。 

○企画調整課長（平山辰也君） それではお答えをいたします。地域振興券の件でござ

います。議員申されましたとおり、コロナの交付金の２次を活用しまして、地域振

興券の発行を今、計画しているところでございます。この２次の地域振興券の計画

につきましては、経済対策として、村民１人当たりの村内で使用できる券というこ
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とで、来年の４月をめどに発行を考えているところでございます。人吉球磨管内で

使用できる振興券の発行はどうかということです。今度の３次でですね、検討をと

いうことでございますけれども、今回の分は人吉球磨の豪雨災害の影響で落ち込ん

だ、人吉球磨全体の経済対策というお考えであろうかというふうに思います。 

 まずは、２次につきましてはですね、山江村の経済対策を図ることが必要である

とまずは思いますので、２次の使用につきましては、山江村のみとさせていただき

たいというふうに思っております。ご理解をよろしくお願いしたいと思います。 

 ３次の交付金のことについてですけれども、まだ時期ははっきりしておりません

けれども、３次が予定されておりますので、山江村の独自の政策で、人吉球磨で使

用できる地域振興券ということは、ちょっとなかなか協議しなくちゃいけないとい

うこともあります。ただ、前回人吉球磨の観光地域づくり協議会でですね、人吉球

磨内で管内で使用できる振興券が発行はされております。ただ今度３次につきまし

てもですね、広域で取り組むことが重要というふうに思っておりますので、一つの

検討課題としてですね、させていただきたいというふうに思っております。以上で

ございます。 

○議長（中竹耕一郎君） 村長。 

○村長（内山慶治君） 補足しますというか、わかりにくい説明だったと思いますけれ

ども、要するにですね、各町村ごと地域振興券を発行してあるところがあります。

それは各町村ともその市町村内で完結型です。山江だけよそで使っていいですよ

と、よそは自分とこだけですよというわけにはいきませんので、山江村の地域振興

券は山江村でやる。それが枠を外されて人吉球磨一帯としてですね、地域振興券を

それぞれお金を出し合ってやるということであれば、よそでも使えるというような

ことになろうかと思いますけれども、地域振興という意味は、山江村内の経済活性

化をするという意味も大きく含まれておりますので、そのようなことでの取り扱い

はさせていただき、人吉球磨といいますか、要するに山江外でも使いたいというこ

とであれば、再度人吉球磨観光地域づくりがですね、管内で使えるプレミアム券を

発行しておりますので、そちらのほうで対応させていただければというふうに考え

ます。 

○議長（中竹耕一郎君） ４番、赤坂修君。 

○４番（赤坂 修君） 人吉球磨観光地域づくり協議会、これは人吉球磨プレミアム付

商品券、これについては、人吉球磨管内の飲食店及び持ち帰り等にですね、使用で

きる商品券ということで、山江村でも２店舗ですかね、人吉にも店舗を持っておら

れる方が登録されておるようでございますけれども、なかなか私が言いたいのは、

村民１人当たり１万円今度発行されるということで、なかなか使うところがないと
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いうようなことでですね、山江管内ではということで伺ったんですが、この観光地

域づくり協議会の中でその商品券の発行は、各市町村の商工会でですね、発行され

ておりまして、山江村単独での商品券の発行は難しいということで理解するところ

ですが、そういうことであればですね、現金給付の考えはないのかというのをひと

つお聞かせいただければと思います。 

○議長（中竹耕一郎君） 村長。 

○村長（内山慶治君） 先の対応でありますから私のほうで答えさせていただきます

が、今回の第３次補正の件についてはですね、冒頭の施政方針の演説でも申し上げ

ましたとおり、また課題を洗い直して、今どういうことが現場では起きているの

か、どういう方が困っておられるのか、困窮しておられるのか、再度調査をする必

要があると思います。 

 といいますのは、国のほうの対策は対策で出てきますし、併せて、山江だけじゃ

なくて人吉球磨全市町村、そして熊本県のほうにも地方創生交付金はですね、配ら

れますので、県の出方を見て、その上でですね、また検討させていただきながら提

案をさせていただくということになります。 

 前回、議会のほうからの意見もですね、いろいろありました。認めていただきま

したけれども、いろんな意見はぜひ出していただきたいと思いますし、全員協議会

の中でもそのメニューは出させていただきながら、また意見交換もさせていただけ

ればと思っておりますので、よろしくお願いします。まだ幾らくるかもわかってお

りませんので、山江のほうにですね、その付近よろしくご理解をお願いしたいと思

います。 

 すみません、要望としてですね、しっかり受け止めさせていただきます。 

○議長（中竹耕一郎君） ４番、赤坂修君。 

○４番（赤坂 修君） 丁寧な説明ありがとうございます。球磨郡内のですね、各市町

村では、村長が今、申されましたように地域振興を兼ねてですね、商品券の発行を

されておりますが、その中でですね、私は現金給付というようなことを要望したわ

けですけれども、相良村では１人１万円ですかね、それと湯前町でも町民１人２万

円、また１８歳以下の住民には２万円を上乗せした給付金を実施されておりますの

で、山江村でもですね、ぜひそのへんを検討していただければと思います。 

 次に、２点目として、就業者支援についてとしておりますが、テレビ、新聞等

で、コロナ禍によるいろいろな業界ですね、航空業界、観光業界、また飲食店など

中小企業への甚大な影響が連日報道されておりますが、当村でも商工会加入の事業

所や農林業の方への支援については実施されておりますが、就業者、サラリーマン

の方についてもですね、コロナ禍による勤め先の影響により、給料、ボーナスにも
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影響が出ているのではないか、７月豪雨による勤め先の被害等でですね、収入の減

少等があるのではないかと思っております。就業者、サラリーマンに対するです

ね、支援も検討される考えはないのかお伺いをいたします。 

○議長（中竹耕一郎君） 平山企画調整課長。 

○企画調整課長（平山辰也君） それではお答えをいたします。新型コロナウイルス感

染症に伴います就業者の支援についてということでございますけれども、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業所が、労働

者に対して一定的に休業等を行いまして、労働者の雇用を維持を図った場合に、事

業者が労働者に支払った休業手当の一部もしくは一定の要件を満たす場合には、全

部が国から助成がされるという雇用調整助成金という制度があります。またこの制

度をですね、活用することによりまして、休業されている従業員へのある程度の支

援ができるというふうに思っております。 

 また、村独自の支援としましても、事業所に対してですけれども、売上げの減少

分に支援する事業継続支援金も制定をしておりますので、こちらも活用し、雇用の

維持等も図っていただきたいというふうに思っております。議員が申されますサラ

リーマン等に対する支援ということでございますけれども、３次の交付金も予定さ

れておりますので、先に申し上げました国の制度、また村独自の事業継続支援金の

この現行の制度でですね、対応できない事案がある場合には、対策本部会議等で慎

重に協議しながら、対策を検討してまいりたいと思っております。 

 また、いろいろですね、課題等をしっかり把握してですね、今後検討の課題とさ

せていただきたいというふうに思っております。 

○議長（中竹耕一郎君） ４番、赤坂修君。 

○４番（赤坂 修君） 今、答弁をいただきまして、雇用調整等いろいろ言われました

けど、これについては事業主に対して補填をするような形になっているかと思いま

すので、サラリーマン個人、その休業支援のために従業員に払った分を、国がその

事業主に対して補填するというような形式だろうと思います。私が言うのは個人個

人に対してですね、何か支援はできないかということをですね、お尋ねしたわけで

あります。郡内でもですね、村外に勤めておられる方が多いということで、通勤費

のような形でですね、申請により支援をされているところもありますのでですね、

ぜひ検討方もお願いしたいというふうに思います。 

 次に、第１次臨時交付金により実施していただきました未来の担い手応援事業、

この事業は大学生、専門学生に米や加工品等、１万円相当の物資支援であります

が、どのような反響があったのか、把握されていればお伺いをいたします。 

○議長（中竹耕一郎君） 蕨野教育課長。 
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○教育課長（蕨野昭憲君） それではお答えをいたします。未来の担い手応援事業につ

きましては、今、議員から説明がございましたとおり、新型コロナウイルス感染症

の影響によりまして、帰省などの移動の自粛やアルバイト等による生活費の確保が

困難となっておられます、山江村出身の大学生や専門学校生に対し、応援物資とし

て本村の特産物１万円相当を給付するものでございます。国の地方創生臨時交付金

事業を活用した本村独自の事業ということでございます。 

 対象者につきましてはですね、村内の奨学金の貸付者や農業集落排水の就労減免

世帯など、概算でですね、見込み数を算定して６月議会に予算を計上し、承認され

ましたので、その後は要綱に基づき、９月３０日までを申請期限として、村内への

回覧、広報やまえ、ケーブルテレビ、ホームページなどの事業の周知を行いまし

た。その結果、３０人から申請がございましたので、ふるさとを思い出しながら頑

張ってくださいと、山江村出身の学生に送られました村長からのメッセージをです

ね、添えて、米などの特産物詰め合わせセットを８月から１０月まで、各月締めで

３回に分けて発送したところでございます。 

 その特産物が届いた後に申請者の保護者を通じて、また数件のお礼の言葉をいた

だきました。それから、「ふるさとの米が食べられてよかった」「遠くにいても山

江村とつながっていると感じた」「常温保存できるものばかりで助かりました。少

しずつ大事に使っています」などのうれしいご意見をお聞きしたところでございま

す。このように皆さん大変喜んでおられ、感謝された様子が伺え、コロナ禍におけ

る生活支援対策といたしましては、事業の成果があったと判断したところでござい

ます。 

○議長（中竹耕一郎君） ４番、赤坂修君。 

○４番（赤坂 修君） 今現在の第３波のですね、新型コロナウイルスの感染拡大の

中、親元を離れですね、生活されている大学生、専門学生は、さらに就学や生活に

影響を受けているのではないでしょうか。コロナ禍の影響で、全国の国公私立大の

うち、少なくとも１９０大学がコロナ禍の影響で、経済的理由による退学、休学者

が、今年度末に増えると予想しているというような記事もニュースに出ておりまし

た。第１次臨時交付金で物資の支援をしていただきましたが、現金給付による支援

はできないものなのかお伺いをいたします。 

○議長（中竹耕一郎君） 村長。 

○村長（内山慶治君） じゃあ私のほうからお答えします。先ほど申し上げましたとお

りですね、現金給付がいいのか、必要品をしっかりやったほうがいいのか、それぞ

れにですね、特徴がありますのでしっかり検討をさせていただきたいと思います。

第２次まではですね、もう決まっております。第３次はまだ今から交付の要項がき
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ますし、金額の通知も来ようかと思います。早急に３波が真っただ中でありますか

ら、練り上げる必要があろうかと思いますし、そういうことを含めてですね、しっ

かり対応していきたいと思っておりますので、しっかりご意見としてお伺いさせて

いただきたいと思います。 

○議長（中竹耕一郎君） ４番、赤坂修君。 

○４番（赤坂 修君） 再度の支援を期待いたします。 

 次に、特別定額給付金についてということであげておりますが、国の特別定額給

付金については、６月定例会の折、４月２８日以降に生まれた新生児に対する給付

金の支給についてお伺いをいたしましたが、答弁では、第２次臨時交付金でも対応

できるようであれば検討するというような答弁でありました。２次交付金でも対応

がなかった。また、時期的にも１２月であります。基準日以降に生まれた赤ちゃん

については、広報やまえの赤ちゃん誕生の欄では、１２月号までに７名の赤ちゃん

誕生が載っておりましたが、もう少し多いのではないかと考えております。支給の

考えはあるのかお伺いをいたします。 

○議長（中竹耕一郎君） 白川総務課長。 

○総務課長（白川俊博君） それではお答えいたします。議員申されましたように、特

別定額給付金につきましては、基準日を設けまして国から交付された交付金でござ

います。本村も地方創生臨時交付金によりまして、１次、２次の補正により、各種

事業該当する支援策に取り組んできたところでございまして、議員申されましたよ

うに基準以降に生まれた新生児の支援ということでございますけれども、確かに基

準日を設けたところの国の交付金でございます。それ以降に生まれた新生児へも生

活費などの経費はかかると思いますけれども、育児、育てることの課題などを今一

度整理しまして、３次補正が進められております地方創生交付金の対応も、その趣

旨から、予防対策、生活対策、経済対策へのそれぞれの支援活動、要望を精査しま

して、新生児への支援につきましては、今後検討課題ということで考えているとこ

ろでございます。 

○議長（中竹耕一郎君） ４番、赤坂修君。 

○４番（赤坂 修君） 再度検討していただくということでございますけれども、第２

期のですね、山江村まち・ひと・しごと創生総合戦略では、山江村の基本目標とし

て、結婚・出産・子育ての希望をかなえ、笑顔のたえないむらづくりを掲げ、子ど

もを産み育てやすい環境づくりを充実し、若い世代の結婚、出産、子育てに関する

希望が実現できるよう、結婚・妊娠・出産・育児への切れ目のない支援と、地域で

支える仕組みづくりを充実するとありますが、この点についても村長からもひと言

ご意見をいただきたいと思います。 
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○議長（中竹耕一郎君） 村長。 

○村長（内山慶治君） それでは私のほうからもお答えいたします。もちろん子育て支

援自体はですね、山江村いろんな形で充実をしております。他町村に先駆けて議会

のほうの理解を得ながら、いろんな子育て支援をやっている。そのおかげで他町村

からまた、管外からですね、人吉球磨管外からも移住者もおられるというふうに考

えております。 

 ただその件とですね、このコロナウイルス対策の定額給付金は別問題でありまし

て、子育て支援をコロナウイルス対策に充てるということではなく、本当に困った

方に子どもが生まれて非常に困るんだというような現実課題があったとすればです

ね、支給するということは全然かまわないというふうに思います。ただ、コロナウ

イルス対策協議会のですね、本部の中でいろんな議論をさせていただいたのは、４

月２８日以降の人をまた入れて配るということになると、期限を切らなくちゃいけ

ない。またその後の人はじゃあどうするんだと、延々とこの話は続くんじゃなかろ

うかという議論もなされたところもあります。 

 従いまして、その新生児を持たれたところの状況についてもですね、再度調査し

ながら、では期限をいつに切るのかということも課題がありますので、その付近も

含めて、また、額が幾らぐらい支給されるのかと、交付されるのかということも非

常に気になるところでありますので、併せてですね、今後検討させてください。な

かなかこの場でどうしますと言えないのはですね、不覚的要素が、日々コロナの情

勢は変わっておりますし、交付金の状況も変わってきますので、非常に申し訳ない

と思いますけれども、検討させていただくと、しっかり意見としてですね、ご提案

として拝聴しながら受け止めさせていただきますので、どうぞよろしくご理解をお

願いしたいと思います。 

○議長（中竹耕一郎君） ４番、赤坂修君。 

○４番（赤坂 修君） いろいろ基準日等のいろいろあるということでございますけ

ど、球磨郡内でもですね、湯前町、また２、３日前では大津町のほうがですね、こ

の給付金の支給というのを、１０万円、期限といいますか、対象は３月３１日とい

うような形で新聞報道もされておりますので、ぜひ検討方をよろしくお願いしたい

と思います。 

 次の質問に移ります。納税組合についてということで通告しておりますが、先

月、納税組合についてお願いという文章と、納税組合についての調査表が届きまし

たので、この場を借りてですね、その内容について質問いたします。 

 通告書での順番が違いますが、最初に現在の組合数、組合員数、納税状況とし

て、窓口納付、口座振替等のですね、割合等についてお聞かせ願えればと思いま
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す。 

○議長（中竹耕一郎君） 山口税務課長。 

○税務課長（山口 明君） それではお答えいたします。令和２年度当初でございます

が、納税組合が３４組合２１９世帯でございます。こちらにつきましては、全世帯

の約１８％の加入ということになっております。それから口座振替につきまして

は、全世帯の約２５％、窓口納付が約３０％、残りの約２６、７％になろうかと思

いますが、そちらが給与所得者の方であったり、年金所得者の方等の特別徴収、い

わゆる天引きの方でございます。以上でございます。 

○議長（中竹耕一郎君） ４番、赤坂修君。 

○４番（赤坂 修君） ありがとうございました。次に、この調査表を取るにいたった

経緯、趣旨についてお伺いいたします。 

○議長（中竹耕一郎君） 山口税務課長。 

○税務課長（山口 明君） それではお答えいたします。今回のアンケートにいたった

経緯でございますが、地方公務員法等の改正に伴い、任用要件等の厳格化が図られ

ました。これによりまして全国はもちろん県内でも残存していた納税組合が、令和

元年度末をもって解散をしております。現在残っておりますのが、当村を含め県内

３市村、三つの自治体のみでございます。そこで、元年度末に解散した市町村にお

聞きしましたところ、自治体から組合への文書通達のみにより解散したということ

でございました。 

 当村におきましては、その方法は組合に対して失礼でもありますし、適切ではな

いと判断をいたしまして、今年度を猶予期間といたしまして、毎年４月に開催して

おります納税組合長会議において周知、説明を行う予定でございました。しかしな

がら、コロナの影響により会議ができず、その際にですね、７月からお盆ぐらいに

かけてアンケート及び会議を計画しておりましたが、ご存じのように豪雨災害によ

り再度実施することができず、今回に至ったものでございます。以上でございま

す。 

○議長（中竹耕一郎君） ４番、赤坂修君。 

○４番（赤坂 修君） 丁寧な対応ありがとうございます。文章の中でですね、ちょっ

と二、三お尋ねしたいところがありまして、本年度施行された地方公務員法の改正

により、その文章の中にですね、区長への納付書配布依頼は、もちろん奨励金の支

払いができなくなったということで書いてありますけれども、今現在の納付書につ

いては、納税組合長のほうに郵送されているかと思います。それと奨励金の支給に

ついてはですね、山江村納税表彰規程では、奨励金ではなく事務取扱手数料のよう

な形になっておってですね、取り扱いの手数料ですから、何ら問題はないのかなあ
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というふうに思っておりますけれども、この２点についてお聞かせ願えればと思い

ます。 

○議長（中竹耕一郎君） 山口税務課長。 

○税務課長（山口 明君） それではお答えいたします。まずこの納税組合でございま

すが、厳密に言いますと納税貯蓄組合法に掲げる納税貯蓄組合と、現在、当村に存

在する納税組合とは性格が異なるわけでございます。法に基づく納税貯蓄組合とは

組合員の税金を貯蓄して納税に充てる組合として認定をされておるわけでございま

すが、この納税貯蓄組合法に準じて当村の納税組合をこれまで運営していたところ

でございます。しかしながら、法に基づかない補助の算出方法であったり、個人情

報保護法等による問題や、全国でこれまで起きている訴訟等の判決を鑑みましてで

すね、解釈の見直しが必要と考えたところ現在に至ったというところでございま

す。以上でございます。 

○議長（中竹耕一郎君） ４番、赤坂修君。 

○４番（赤坂 修君） それではもう一つ、今年度の当初予算では、納税手数料という

ようなことでですね、９３万円計上されているわけでありますが、その奨励金が支

給できなくなったということであれば、これは不要額として処理されるのでしょう

か。 

○議長（中竹耕一郎君） 山口税務課長。 

○税務課長（山口 明君） それではお答えいたします。先ほどご説明しましたとお

り、今年度を猶予期間とみておりますので、今年度につきましては、事務手数料等

のお支払い等につきましては、例年同様の対応をさせていただきたいと考えておる

ところでございます。以上でございます。 

○議長（中竹耕一郎君） ４番、赤坂修君。 

○４番（赤坂 修君） 次に、納税組合はですね、納税組合が共同して税金など納税に

関する事務を行うことにより、収納率の向上や納税意識の育成強化に有効な役割を

果たしてきた団体だと思いますが、また地区においてはですね、手数料、奨励金で

日帰りの旅行等に行って交流を深めたり、交流を深めることにより、災害時の共助

の意識の向上につながっていたと思います。結論はまだ出ていないわけですが、納

税組合が解散になった場合、収納率の低下や収納事務の負担増、納付書の個人配布

による経費の増加など、問題は出てこないのか。 

 また、高齢化が進む中で、一人暮らしや交通手段を持たない方においては、不便

になるのではないかと考えるところですが、対処方法としてはどのように考えてお

られるのか、お伺いいたします。 

○議長（中竹耕一郎君） 山口税務課長。 
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○税務課長（山口 明君） それではお答えいたします。納税組合の意義でございます

が、先ほど議員が申されたとおりでございまして、納税は納期内納付が原則でござ

いますので、うっかり忘れたりしないよう、地域で集まったり集金して回ること

で、確実に納期限までに納税することを目的とした任意の団体であると解釈してお

るところでございます。 

 しかしながら、これまでの長い年月の中で、納税組合に関する訴訟問題であった

り、個人情報保護法等の制定により、全国にあった納税組合が一挙に減少したとこ

ろでございます。高齢化はもちろんのこと、やはり個人情報の保護をどうすればよ

いのか。給料天引き等による特別徴収の方と公平化が図られるのか。それとこれは

毎月のことではございますが、税額と金額が合わずに、組合長の方が数万円ほどご

負担しているなどの問題があっておるのも現実でございます。これらの問題を踏ま

えまして、数十年続いてきた中で、社会情勢は大きく変化をしてきておりまして、

自主納税の基本に立ち返ることも必要になったわけでございます。 

 もし解散となった場合、一番の問題点といたしましては、先ほど議員が申された

とおり、収納率等、経費等いろいろありますが、そちらの問題でございます。通帳

から引落しされる口座振替の勧奨を今後行っていきたいと考えているところでござ

います。また経費面におきましても現在、納税組合への事務手数料として、年間約

７５万円ほどを支出しておりますが、こちらが減少する分、口座振替手数料であっ

たり郵便切手代等が増加することとなるわけでございますが、例えば、現在口座振

替手数料につきましては、約３万円から４万円ほどでございます。増加率としては

そこまで大きくならないと考えているところでございます。 

 また、国民健康保険税におきましては、口座振替の勧奨に基づく文言を規則等に

条文化し、推奨することで、毎年年間３００万円の交付金を県から交付されること

となっておりますので、このへんを加味しているところでございます。以上でござ

います。 

○議長（中竹耕一郎君） ４番、赤坂修君。 

○４番（赤坂 修君） 今の答弁いただきましたけれども、広報やまえの１１月号にで

すね、納付には、安心、便利、確実な口座振替を利用くださいというようなこと

で、口座振替できる税目及び科目、口座振替ができる金融機関等ですね、詳しく載

っておりました。口座振替の状況が現在２５％ということでございますので、ケー

ブルテレビ等活用してですね、さらなる村民の方への周知を努めていただきたいと

思います。 

 次に、この調査表の内容についてでございますけれども、組合員の意見の反映に

ついてとしておりますが、調査表の質問内容で、納税組合は苦になっていますか、
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今後奨励金がなくなっても納税組合での納税をされますか、解散することに賛成で

すか反対ですか、もし解散となればどのような納付を希望されますか、組合長様の

意見を聞かせてくださいとあって、組合員の意見の取りまとめをお願いしますとい

うような文章がなく、組合長個人の意見でいいような感じを受けました。各組合の

調査表は届いているかと思いますが、内容から各組合員さんのですね、意見は反映

されているのか、どのように感じておられるかお伺いいたします。 

○議長（中竹耕一郎君） 山口税務課長。 

○税務課長（山口 明君） それではお答えいたします。確かに文章的には不適なとこ

ろもあったかと思いますが、各組合長さんからも数件お問合せがあっておりまし

て、その中では、常会等で集まったときに、それぞれ組合員の方から聞いて回答し

ましたというところもあったようでございます。以上でございます。 

○議長（中竹耕一郎君） ４番、赤坂修君。 

○４番（赤坂 修君） 私のところもですね、常会等で意見を聞いておったわけですけ

れども、今後開催される会議の中で、各組合の意向については議論されると思いま

すが、今後の行程については、調査結果を踏まえ納税組合長会議を開催するとなっ

ておりましたが、年度末まで結論を出すということですか。 

○議長（中竹耕一郎君） 山口税務課長。 

○税務課長（山口 明君） それではお答えいたします。今後の行程でございますが、

今回のアンケートを集約しまして、現在アンケートが８２％ほどの回答となってお

りますので、そのへんをもう少し待っときまして集約をいたしたいと思います。そ

れから、遅くとも来月中にはですね、納税組合長会議を開催いたしまして、経緯、

それからアンケートの結果等をご説明をいたしまして、ご理解、ご了承をいただき

たいと考えているところでございます。 

 また、先ほど話しました口座振替の申し込み方法等のですね、説明も併せて行い

たいと考えておりまして、現在、私どももスムーズな手続きができるように、現

在、各金融機関との事前打合せを行っているところでございます。以上でございま

す。 

○議長（中竹耕一郎君） ４番、赤坂修君。 

○４番（赤坂 修君） ありがとうございました。今まで答弁をいただきましたけれど

も、納税環境の変化や、先ほど言われました個人情報等の問題などで、時代の流れ

だとは感じますが、村民への周知や納税しやすい環境整備など、安心して納税でき

るようなきめ細やかな対応をお願いいたしまして、一般質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長（中竹耕一郎君） これで通告のありました一般質問はすべて終了いたしまし
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た。 

 本日はこれにて散会いたします。ありがとうございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後２時００分 
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開議 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（中竹耕一郎君） ただいまから会議を開きます。 

 本日の出席議員は１０名で、定足数に達しております。 

 本日は、会期日程、日次第３の本会議で、質疑、討論、表決となっております。 

議事日程順に、質疑、討論、表決をいたします。 

発言については、山江村議会会議規則第５３条（発言内容の制限）、同規則第５

４条（同一議題の質疑の回数３回）、同規則第５５条（発言時間制限６０分）の規

定を守って質疑をお願いいたします。なお、３回を超える場合は、第５４条ただし

書により議長の許可を得てお願いいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 報告第４号 令和元年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の

報告について 

○議長（中竹耕一郎君） それでは、日程第１、報告第４号、令和元年度決算に基づく

健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてを議題とし、質疑を許します。質

疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中竹耕一郎君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中竹耕一郎君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中竹耕一郎君） 異議なしと認め、日程第１、報告第４号、令和元年度決算に

基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報告については、原案のとおり可決する

ことに決定をいたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２ 諮問第１号 山江村人権擁護委員の推薦に関する意見を求めることについ

て 

○議長（中竹耕一郎君） 日程第２、諮問第１号、山江村人権擁護委員の推薦に関する

意見を求めることについてを議題とし、質疑を許します。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中竹耕一郎君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中竹耕一郎君） 討論なしと認めます。 

採決をします。この採決は人事案件ですので、起立採決とします。本案のとおり、

山江村人権擁護委員の推薦については、候補者として適任であるという意見を付し

て答申することに賛成の方は、起立をお願いいたします。 

［賛成者の起立］ 

○議長（中竹耕一郎君） 着席ください。起立全員。従って、日程第２、諮問第１号、

山江村人権擁護委員の推薦に関する意見を求めることについては、適任であるとい

う意見を付して答申することに決定をいたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３ 議案第５９号 山江村債権管理条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（中竹耕一郎君） 日程第３、議案第５９号、山江村債権管理条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題とし、質疑を許します。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中竹耕一郎君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中竹耕一郎君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中竹耕一郎君） 異議なしと認め、日程第３、議案第５９号、山江村債権管理

条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決することに決定し

ました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第４ 議案第６０号 山江村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

○議長（中竹耕一郎君） 日程第４、議案第６０号、山江村国民健康保険税条例の一部

を改正する条例の制定について議題とし、質疑を許します。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中竹耕一郎君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中竹耕一郎君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することにご異議ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中竹耕一郎君） 異議なしと認め、日程第４、議案第６０号、山江村国民健康

保険税条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決することに

決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第５ 議案第６１号 山江村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（中竹耕一郎君） 日程第５、議案第６１号、山江村指定居宅介護支援等の事業

の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを

議題とし、質疑を許します。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中竹耕一郎君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中竹耕一郎君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中竹耕一郎君） 異議なしと認め、日程第５、議案第６１号、山江村指定居宅

介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

の制定については、原案のとおり可決することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第６ 議案第６２号 山江村後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

○議長（中竹耕一郎君） 日程第６、議案第６２号、山江村後期高齢者医療に関する条

例の一部を改正する条例の制定についてを議題とし、質疑を許します。質疑ありま

せんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中竹耕一郎君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中竹耕一郎君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中竹耕一郎君） 異議なしと認め、日程第６、議案第６２号、山江村後期高齢
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者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決す

ることに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第７ 議案第６３号 令和２年度山江村一般会計補正予算（第８号） 

○議長（中竹耕一郎君） 日程第７、議案第６３号、令和２年度山江村一般会計補正予

算（第８号）を議題とし、質疑を許します。質疑ありませんか。 

 １０番、秋丸安弘君。 

○１０番（秋丸安弘君） おはようございます。議案第６３号、令和２年度山江村一般

会計補正予算（第８号）について質疑をいたします。 

 ページは１７ページです。１７ページの災害復旧費、２の林業施設災害復旧費の

中で、補正額が２億８,２５０万円になっておりますけれども、この中で工事請負

費、災害復旧工事請負費が２億６,１００万円になっていますけれども、これは林

道作業道の復旧工事と思いますけれども、割合は何割ぐらいですか。それと個人負

担額は何パーセントか質疑をいたします。 

○議長（中竹耕一郎君） 新山産業振興課長。 

○産業振興課長（新山孝博君） おはようございます。お答えをしたいと思います。 

 林道災害復旧事業につきましては、今申しましたとおり、災害復旧の工事請負費

ということで２億６,１００万円ということでですね、計上させていただいており

ます。これにつきましては、林道のですね、１０路線ございますけれども、その林

道が被災をいたしまして、２３カ所の被災箇所に対します工事費でございます。 

 この２億６,１００万円ということですが、これの内訳といたしまして、１０路

線中の８路線分につきましては、補助率がですね、工事費の９２.２％ということ

でございますので、１億９,１００万円程度がですね、国庫補助ということで入っ

てまいります。それから、残りの２路線ですね、２路線につきましては、今回その

国庫補助事業のですね、災害の要件に入っておりませんので、というのが路線のう

ちのですね、山渋線と向鶴線というところがございますけれども、これにつきまし

ては、この路線のですね、利用面積の要件がございまして、３０ヘクタール以下の

ものについては、この国の災害復旧事業のほうで乗せられませんでしたので、これ

につきましてはですね、起債事業の１００％事業ということで今回は計上させてい

ただいておりますものですから、災害のですね、国庫補助につきましては、先ほど

言いました２億６,１００万円のうちの２億２００万円程度が歳入ということで入

っているところでございます。 

 以上でございます。 

 すみません、林道災害につきましては個人負担のほうはございません。 
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○議長（中竹耕一郎君） １０番、秋丸安弘君。 

○１０番（秋丸安弘君） これは林道だけですか、作業道は入っていませんか。 

○議長（中竹耕一郎君） 新山産業振興課長。 

○産業振興課長（新山孝博君） すみません、忘れておりました。作業道につきまして

は、この予算の中には入っておりません。林道のみでございます。 

○議長（中竹耕一郎君） １０番、秋丸安弘君。 

○１０番（秋丸安弘君） やっぱり林道関係は災害時、県道、村道等が通行止めとなり

ました場合は、連絡道路等で大変重要となりますので、早めに復旧・復興をお願い

したいと思います。 

 それと今、林業関係は大変厳しい状況でございますので、できれば個人負担がな

いような方法で復旧工事をやってもらえばと思っているところでございますけれど

も、その件につきましてはどのようなお考えですか。 

○議長（中竹耕一郎君） 新山産業振興課長。 

○産業振興課長（新山孝博君） お尋ねのですね、作業道につきましての復旧に対しま

す個人負担ということでございますが、ちょっとページ数で言いますとですね、す

みません、１４ページのほうにですね、見ていただきたいと思っております。ここ

の中のですね、林業水産費の中の３番に公有林造成事業ということであげさせてい

ただいておる中にですね、委託料と工事請負費ということで４０万円と４００万円

ということで今回あげさせていただいておりますが、これにつきましては、森林・

環境の保全直接支払事業というのがございますけれども、それを使いまして上小森

の作業道のですね、これは作業道です、のほうの災害復旧をここで行うということ

でございます。 

 議員申されましたとおりですね、作業道につきましては、相当数のですね、作業

道が被災しておりまして、現在もですね、まだ確認中のところが非常に多ございま

す。というのが、上のほうに入っていけないということでですね、まだ未確認のと

ころもございますので、これにつきましては、この補助事業を通じてですね、６８

％の補助事業がございますので、これを活用して残りの３２％についてはですね、

村のほうの残りの９０％のですね、このうちの中の９０％の補助をいたしまして、

残りの１０％については本人さん、要するに個人、要するに所有者の方々のほうか

らいただくというふうなことで進めていきたいというふうに現在は考えているとこ

ろでございます。 

○議長（中竹耕一郎君） １０番、秋丸安弘君。 

○１０番（秋丸安弘君） もう３回ですのですので終わりたいと思いますけれども、や

っぱり今、林業が疲弊しておりますし、前は山を売ってでも工事費等の支払いもで
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きたわけですけれども、今は山を少々売っても工事費が算出できないということで

ございますので、やっぱり行政のほうでしっかりと良い補助関係の事業がありまし

たら、そっちのほうを利用していただければと思っているところでございます。終

わります。 

○議長（中竹耕一郎君） ほかに質疑ありませんか。 

 ２番、久保山直巳君。 

○２番（久保山直巳君） 議案第６３号、令和２年度山江村一般会計補正予算（第８号）

について質疑いたします。 

 ページが１２でございます。款の災害救助費、節の２０の貸付金でございますが、

申請者に対するですね、据え置き期間を含めた無利子による貸与支援ができるのか。

もう一点が、この貸付原資負担は、国が３分の２、県が３分の１というふうに思い

ますが、今回、地方債の起債として普通貸付となっておりますが、運用の流れにつ

いて説明をお願いします。 

○議長（中竹耕一郎君） 迫田健康福祉課長。 

○健康福祉課長（迫田教文君） それではお答えいたします。 

 災害貸付金につきましては、災害救助法が適用された市町村へ、自然災害により

被害を受けた世帯主に対しまして、国及び県から、その生活の立て直しに支出する

ために災害援護金の貸し付けを行うものであります。貸し付けにあたりましては、

条例、規則によりまして貸し付けを受けようとする世帯の申告に基づきまして、実

施世帯となる市町村においてその対象となる被害の認定を含めて必要な調査を行い、

貸し付け対象とすることが適当かを確認することとされております。 

 今回、９月２８日付けで、半壊以上の世帯の方へ災害援護金のご案内の通知をし

ております。２件の申請を受け付けを行いましたが、１件は本人より取り下げがあ

っております。残りの１件に対しましては今回計上させていただいております。 

 今回、先ほど据え置き期間、償還期間についてということなんですけれども、据

え置き期間、償還期間につきまして、無利子となっております。また、起債、地方

債の補正で、４ページにあがっております地方債の補正につきましては、災害援護

金資金貸付につきましては、災害弔慰金の支給に関する法律に基づきまして、国か

ら地方公共団体に貸し付けられる貸付金であります。地方公共団体からすれば長期

の借入金であることから、国の予算等貸付債とされているため、今回、地方債補正

として追加させていただいております。 

 以上でございます。 

○２番（久保山直巳君） 以上、質疑を終わります。 

○議長（中竹耕一郎君） ほかに質疑ありませんか。 
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 ６番、横谷巡君。 

○６番（横谷 巡君） 議案第６３号、補正予算（第８号）について質疑をいたします。 

 ページは１３ページ、衛生費、保健衛生費の簡易水道事業、委託料、大川内地区

地域水道基本設計調査委託が計上されております。議案審議の中で、この委託につ

いては水源調査であるという説明を受けておりますが、大川内集落は５戸と公民館

があります１６区の、そのうち１戸が今回の災害で被災を受けておられますが、こ

の地域水道施設が今回の災害で流出をし、水の確保ができていません。電気はきて

いるものの、この今、避難されております仮設住宅が２年ということで、今年、基

本設計で水源調査をされて、来年度中に水の確保について対応されていかれるのか

どうか、そこのところの筋を質疑をいたします。 

○議長（中竹耕一郎君） 清永建設課長。 

○建設課長（清永弘文君） それではお答えいたします。 

 今回、補正予算のほうで５０万円計上しながら基本調査のほうを行ってまいりま

す。復旧のめどにつきましては、仮設住宅のほうが期限が２年間とございますので、

その２年間の中で、地域の皆様が帰れる形でですね、水道の復旧のほうを進めたい

と思っております。また、県道関係もございますので、そのへんは調整を行いなが

ら復旧に努めたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（中竹耕一郎君） ６番、横谷巡君。 

○６番（横谷 巡君） やはり生活再建に大変自分の家に帰りたいと思っていらっしゃ

いますけれども、不安をお持ちの方もおられます。そういったことで進めていくと

安心されるかなあというふうに思います。 

 それから、もう一点だけお伺いをいたします。１０ページの総務費、総務管理費、

公共交通政策費、負担金補助及び交付金、くま川鉄道再生協議会負担金ということ

で計上してありますけれども、私ども議会には村長のほうからそのいきさつ等は、

あらすじは説明をいただいていますが、今回の災害で本当に大変なくま川鉄道は被

害を受けました。この再生に向けては、郡市民の中から賛否両論いろいろありまし

た。しかし、市町村長等が構成する取締役会といいますか、その中で、再生をする

ということを決定していただいております。本村においても高校生の通学とか、あ

るいは、人吉球磨市町村にとっても交通観光の地域資源として大切なものですので、

再生を願うわけですけれども、その再生協議会の中での協議とか、今後どのように

そこの再生を図っていかれるのか、わかる範囲で結構ですので、村長にその点をお

聞きしたいと思います。 

○議長（中竹耕一郎君） 村長。 
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○村長（内山慶治君） ご答弁申し上げます。今回の災害でですね、くま川鉄道も大き

な被害を受け、今、運休中であります。非常に高校生の生徒の皆さん方、また、特

にくま川鉄道で通学される方については、不自由をおかけしているということであ

りますが、そのへんにつきましては、今、くま川鉄道のほうが代理の運行バスを使

ってですね、それぞれの学校に運んでいるというようなことでありますけれども、

それでもいろんな制約がありますので、土日の問題も含めてですね、部活の問題も

含めて、苦労をかけているということは重々認識しているところであります。 

 ひとつ、この動きが止まっていたというのは、球磨川全体の治水の問題が解決し

ないと、なかなか計画は立てられないというような課題もありました。先般、１１

月１９日、熊本県知事の発言によりましてですね、治水の方向が決まりましたので、

いよいよもってくま川鉄道、それからＪＲ肥薩線でもありますけれども動きだすと

いうようなことであります。 

 今回その再生協議会をつくって、じゃあどのようにやるかということであります

けれども、その方向につきましては、今まで鉄道でまたやり直す方法、それからＢ

ＲＴといって、バスをその鉄道敷地をやり替えて運行する方法、それから、スクー

ルバスによって運行する方法等々、取締役会で検討を、県も交えてですね、県の担

当局を交えて検討を重ねてきたということであります。特に、一番安価で安心安全

なやり方を求めるということについては、鉄道が断然安心安全で安価であるという

ことが判明いたしました。球磨郡の町の議会におきましていろんな意見も出てきた

ところでありますけれども、そういう町村につきましてはですね、議会説明をしな

がら納得をしてもらったところであります。いよいよもってその鉄道に再生すると

いう動きを始めるということになります。再生協議会でありますから、どのような

形でですね、運行していくのか、また、いつごろから、幾らぐらい要るのかという

ようなことも含めて、時期と金額と運行のやり方も含めてですね、協議をするとい

うことになっているところであります。 

 話を聞きますところによるとですね、今の中学生が、もう人吉球磨の高校にはな

かなか行き難し、よそのほうに希望されるという方もおられるというふうに聞き及

んでおりますので、できるだけ早急に対応しなければならないというのは、人吉市

をはじめとしてですね、我々首長の思いであります。 

 早速２５日に、本月の２５日に熊本県のですね、副知事であります田嶋副知事を

会長に据えて、諸々の協議を進めていくということになりますし、そこで、まず負

担金の問題が出てくると思いますけれども、改めてその負担金を決定しながら、山

江村、また球磨郡全体で取り組んでいくということも考えております。 

 ただ、くま川鉄道は橋がですね、やられております、川辺川に、従いまして、部
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分運行ですね、西ノ村から湯前までとりあえず運行しようかと。ただ、列車のほう

は人吉側にありますので、向こう側に渡すのも３、４００万円要るというようなこ

ともありますので、そういうことも含めてしっかり協議しながら、できるだけ早く、

また通学生、また人吉球磨のですね、そういうくま川鉄道の利用者に不便をかけな

い、便利に利用できるような体制を早くとっていきたいと思っているところであり

ます。 

○議長（中竹耕一郎君） ６番、横谷巡君。 

○６番（横谷 巡君） くま川鉄道は今までも大変経営上ですね、厳しい運営をしてき

ましたけれども、再生を機に新たな改革も必要ですし、再生に向けては、やはり各

市町村の頑張りにかかっているかなというふうに思います。 

 これで質疑を終わります。 

○議長（中竹耕一郎君） ほかに質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中竹耕一郎君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中竹耕一郎君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中竹耕一郎君） 異議なしと認め、日程第７、議案第６３号、令和２年度山江

村一般会計補正予算（第８号）は、原案のとおり可決することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第８ 議案第６４号 令和２年度山江村特別会計国民健康保険事業補正予算（第

４号） 

○議長（中竹耕一郎君） 日程第８、議案第６４号、令和２年度山江村特別会計国民健

康保険事業補正予算（第４号）を議題とし、質疑を許します。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中竹耕一郎君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中竹耕一郎君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中竹耕一郎君） 異議なしと認め、日程第８、議案第６４号、令和２年度山江
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村特別会計国民健康保険事業補正予算（第４号）は、原案のとおり可決することに

決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第９ 議案第６５号 令和２年度山江村特別会計簡易水道事業補正予算（第５号） 

○議長（中竹耕一郎君） 日程第９、議案第６５号、令和２年度山江村特別会計簡易水

道事業補正予算（第５号）を議題とし、質疑を許します。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中竹耕一郎君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中竹耕一郎君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中竹耕一郎君） 異議なしと認め、日程第９、議案第６５号、令和２年度山江

村特別会計簡易水道事業補正予算（第５号）は、原案のとおり可決することに決定

しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１０ 議案第６６号 令和２年度山江村特別会計農業集落排水事業補正予算 

（第５号） 

○議長（中竹耕一郎君） 日程第１０、議案第６６号、令和２年度山江村特別会計農業

集落排水事業補正予算（第５号）を議題とし、質疑を許します。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中竹耕一郎君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中竹耕一郎君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中竹耕一郎君） 異議なしと認め、日程第１０、議案第６６号、令和２年度山

江村特別会計農業集落排水事業補正予算（第５号）は、原案のとおり可決すること

に決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１１ 議案第６７号 令和２年度山江村特別会計介護保険事業補正予算（第２

号） 
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○議長（中竹耕一郎君） 次に、日程第１１、議案第６７号、令和２年度山江村特別会

計介護保険事業補正予算（第２号）を議題とし、質疑を許します。質疑ありません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中竹耕一郎君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中竹耕一郎君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中竹耕一郎君） 異議なしと認め、日程第１１、議案第６７号、令和２年度山

江村特別会計介護保険事業補正予算（第２号）は、原案のとおり可決することに決

定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１２ 議案第６８号 令和２年度山江村特別会計後期高齢者医療事業補正予算

（第２号） 

○議長（中竹耕一郎君） 次に、日程第１２、議案第６８号、令和２年度山江村特別会

計後期高齢者医療事業補正予算（第２号）を議題とし、質疑を許します。質疑あり

ませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中竹耕一郎君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中竹耕一郎君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中竹耕一郎君） 異議なしと認め、日程第１２、議案第６８号、令和２年度山

江村特別会計後期高齢者医療事業補正予算（第２号）は、原案のとおり可決するこ

とに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１３ 議案第６９号 令和２年度山江村特別会計ケーブルテレビ事業補正予算

（第４号） 

○議長（中竹耕一郎君） 日程第１３、議案第６９号、令和２年度山江村特別会計ケー

ブルテレビ事業補正予算（第４号）を議題とし、質疑を許します。質疑ありません
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か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中竹耕一郎君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中竹耕一郎君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中竹耕一郎君） 異議なしと認め、日程第１３、議案第６９号、令和２年度山

江村特別会計ケーブルテレビ事業補正予算（第４号）は、原案のとおり可決するこ

とに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１４ 議員派遣の件 

○議長（中竹耕一郎君） 日程第１４、議員派遣の件を議題といたします。 

お手元に配付しております議案のとおり、議員を派遣するものです。 

お諮りします。会議規則第１２６条の規定により、議案のとおり議員を派遣した

いと思いますが、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中竹耕一郎君） 異議なしと認めます。 

よって、議案のとおり議員を派遣することに決定しました。 

お諮りします。ただいま、議員派遣の件が決議されましたが、派遣場所、派遣期

間等に変更があった場合、その決定については議長に一任されたいと思いますが、

これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中竹耕一郎君） 異議なしと認め、よって、そのように決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１５ 閉会中の継続調査申出書（議会運営委員長、総務文教常任委員長、産業

厚生常任委員長） 

○議長（中竹耕一郎君） 日程第１５、閉会中の継続調査申出書を議題とします。 

議会運営委員長、総務文教常任委員長、産業厚生常任委員長から、会議規則第７

４条の規定により、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続調査をい

たしたい旨の申し出があっております。よって、委員長の申し出のとおり継続調査

としたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（中竹耕一郎君） 異議なしと認めます。 

よって、委員長申し出のとおり、それぞれ閉会中の継続調査とすることに決定を

いたしました。 

ここでお諮りいたします。会議規則第４４条の規定により、本会議で議決された

事件の条項、字句、数字、その他の整理を議長に委任することにご異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中竹耕一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、本定例会において議決した事件の条項、字句、数字、その他の整理

を議長に委任することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（中竹耕一郎君） これで、本定例会の会議に付されました事件はすべて終了し

ました。 

お諮りします。これで本定例会を閉会したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中竹耕一郎君） 異議なしと認め、令和２年第８回山江村議会定例会を閉会し

ます。ありがとうございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午前１０時３６分 
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